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一
、
は
じ
め
に

　

徳
川
政
権
に
お
い
て
、
将
軍
の
居
所
に
し
て
政
治
の
中
枢
で
あ
る
江
戸
城
に
、

幕
臣
や
大
名
ら
を
迎
え
入
れ
、
と
り
わ
け
将
軍
そ
の
人
が
彼
ら
に
謁
を
与
え
る

こ
と
は
、
最
高
権
力
者
の
地
位
と
主
従
関
係
の
継
続
を
確
認
す
る
き
わ
め
て
重

要
な
形
式
と
し
て
機
能
し
た
。
正
月
の
年
始
御
礼
に
始
ま
る
年
中
行
事
を
軸
に
、

各
家
の
家
督
相
続
や
、
高
位
の
幕
臣
ら
の
役
替
え
（
人
事
異
動
）、
と
く
に
「
御

暇
」
と
言
わ
れ
る
遠
方
へ
の
転
勤
な
ど
に
際
し
、
時
々
に
「
将
軍
に
御
目
見
す

る
」
と
い
う
特
別
な
行
為
が
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
時
空
間
の
設
定
と
相
俟
っ
て

政
権
を
支
え
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
同
時
に
そ
う
し
た
殿
中
儀

礼
の
秩
序
は
、
武
家
政
権
内
部
の
み
な
ら
ず
、
都
か
ら
下
向
し
た
勅
使
、
ま
た
、

日
光
東
照
宮
や
東
西
本
願
寺
な
ど
を
典
型
と
す
る
賓
客
の
迎
接
と
い
っ
た
、
政

権
の
対
外
接
触
の
場
面
に
適
用
さ
れ
、
武
家
社
会
の
内
外
が
乗
り
入
れ
る
な
か

で
将
軍
の
権
威
を
高
め
つ
つ
、
よ
り
広
範
な
国
家
の
形
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た（

1
）。

　

さ
ら
に
そ
の
外
延
を
な
す
の
が
、
将
軍
の
居
城
に
お
け
る
類
似
の
儀
式
が
、

こ
の
政
権
と
他
国
の
政
権
と
の
関
係
を
司
る
た
め
に
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
は
ま
ず
、
徳
川
幕
府
と
の
間
で
「
通
信
」
の
関
係
が
維
持

さ
れ
た
、
朝
鮮
お
よ
び
琉
球
よ
り
の
使
節
を
迎
接
す
る
行
為
が
、
そ
れ
に
該
当

す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

周
知
の
と
お
り
、
朝
鮮
通
信
使
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
十
二
回
来
聘
し
た
。

第
二
回
（
元
和
三
〔
一
六
一
七
〕
年
）
は
伏
見
城
、
第
十
二
回
（
文
化
八

〔
一
八
一
一
〕
年
）
は
対
馬
の
宗
氏
藩
邸
に
お
け
る
聘
礼
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
際

に
江
戸
城
で
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
は
十
回
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
伏
見
、
対
馬

で
の
聘
礼
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
事
情
に
よ
り
江
戸
城
で
の
儀
式
に
代
わ
る

持
続
可
能
な
外
交
を
め
ざ
し
て

―
―
幕
末
期
、
欧
米
外
交
官
の
将
軍
拝
謁
儀
礼
を
め
ぐ
る
検
討
か
ら
―
―

佐
野
真
由
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さ
て
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
の
場
と
し
て
の
江
戸
城
に
、
西
洋
諸
国
か
ら
の
使

節
と
し
て
初
め
て
登
り
、
徳
川
第
十
三
代
将
軍
家
定
に
謁
見
し
た
の
が
、
安
政

元
（
一
八
五
四
）
年
の
日
米
和
親
条
約
に
基
づ
い
て
そ
の
二
年
後
か
ら
下
田
に

駐
在
し
て
い
た
、
初
代
ア
メ
リ
カ
総
領
事
タ
ウ
ン
セ
ン
ド
・
ハ
リ
ス
で
あ
っ
た
。

安
政
四
年
十
月
二
十
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
赴
任
に
あ
た
っ
て
ハ
リ
ス
は

ピ
ア
ー
ス
大
統
領
か
ら
将
軍
宛
の
親
書
を
託
さ
れ
て
お
り
、
来
日
後
ま
も
な
く

よ
り
、
そ
れ
を
将
軍
そ
の
人
に
奉
呈
し
た
い
と
い
う
強
い
希
望
を
表
明
し
て
い

た
。
こ
の
と
き
の
儀
式
は
そ
れ
に
押
さ
れ
て
実
現
し
た
も
の
だ
が
、
西
洋
諸
国

か
ら
の
使
節
を
初
め
て
江
戸
城
に
迎
え
、
ま
た
、
と
り
わ
け
将
軍
そ
の
人
と
の

「
御
逢
」
を
受
諾
す
る
こ
と
を
決
め
る
ま
で
に
は
、
幕
府
内
に
お
い
て
一
年
近

い
議
論
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
論
争
の
内
実
は
す
で
に
、
拙
論
「
幕
臣
筒
井
政
憲
に
お
け
る
徳
川
の
外

交
―
―
米
国
総
領
事
出
府
問
題
へ
の
対
応
を
中
心
に
」（『
日
本
研
究
』
第

三
十
九
集
〔
二
〇
〇
九
年
〕、
二
九
〜
六
四
頁
）
で
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
か
ら

浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
の
ハ
リ
ス
迎
接
儀
礼
が
徳
川
幕
府
に
と
っ

て
、
駐
在
代
表
に
よ
る
本
国
元
首
の
親
書
奉
呈
か
ら
開
始
さ
れ
る
、
西
洋
の
慣

例
に
則
っ
た
外
交
関
係
の
幕
開
け
を
示
す
と
同
時
に
、
け
っ
し
て
経
験
値
ゼ
ロ

か
ら
始
ま
る
未
曽
有
の
事
態
で
は
な
く
、
先
に
触
れ
た
、
政
権
内
外
に
広
が
り

を
持
つ
儀
礼
伝
統
に
則
っ
て
構
想
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
、
ハ
リ
ス
に
対
す
る
具
体
的
な
式
次
第
が
、
長
年
の
蓄
積
を
持
つ

朝
鮮
通
信
使
迎
接
儀
礼
を
基
礎
に
整
え
ら
れ
た
経
緯
は
、
単
に
手
近
な
前
例
と

も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
む
ろ
ん
一
連
の
儀
礼
伝
統
か
ら
排
除
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
一
方
、
琉
球
の
使
節
は
、
徳
川
将
軍
の
代
替
わ
り
を
祝

う
慶
賀
使
、
琉
球
王
の
襲
職
御
礼
に
あ
た
る
謝
恩
使
を
合
わ
せ
、
寛
永
二
十
一

（
一
六
四
四
）
年
か
ら
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
に
至
る
ま
で
計
十
七
回
、
江
戸

城
に
登
っ
て
い
る（

2
）。

こ
こ
で
詳
述
は
で
き
な
い
が
、
勅
使
に
準
ず
る
最
高
の
礼

式
で
朝
鮮
通
信
使
を
迎
え
た
の
に
対
し
、
琉
球
使
節
に
関
し
て
は
、
二
種
の
う

ち
よ
り
高
位
と
さ
れ
る
慶
賀
使
の
場
合
に
お
い
て
も
、
相
当
に
格
を
落
と
し
た

迎
接
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
「
通
信
」
関
係
に
あ
っ
た
国
々
と
は
別
に
、
正
式
な
国
交
で
は
な
く
、

民
間
人
ど
う
し
の
「
通
商
」
関
係
で
あ
る
と
い
う
建
前
が
貫
か
れ
て
い
た
の
が

オ
ラ
ン
ダ
と
の
交
際
だ
が
、
長
崎
の
出
島
に
駐
在
す
る
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
一
行

が
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
毎
年
、
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
か
ら
は
隔
年
、
寛

政
二
（
一
七
九
〇
）
年
か
ら
は
四
年
に
一
度（

3
）、

幕
府
か
ら
通
商
を
許
さ
れ
て
い

る
こ
と
へ
の
御
礼
と
い
う
名
目
で
江
戸
に
赴
き
、
城
中
で
将
軍
に
見
え
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
公
的
な
儀
式
で
は
将
軍
が
相
手
国
使
節
に
「
御
逢
」

に
な
る
と
の
表
現
が
使
わ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
、
奥
向
き
の
女
性
た
ち
を

含
む
城
中
の
人
々
が
、
オ
ラ
ン
ダ
人
を
「
御
覧
」
に
な
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
り（

4
）、

内
容
も
そ
れ
に
応
じ
て
異
な
り
、
右
の
一
連
の
国
家
儀
礼
と
混

同
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
幕
末
期
の
外
交
相
手
国

に
は
オ
ラ
ン
ダ
が
含
ま
れ
る
た
め
、
前
提
の
一
端
と
し
て
触
れ
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
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四
度
目
の
来
日
で
日
露
修
好
通
商
条
約
を
締
結
し
た
ロ
シ
ア
使
節
エ
フ
ィ

ミ
ィ
・
ヴ
ァ
シ
リ
エ
ヴ
ィ
チ
・
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
が
登
城
・
将
軍
（
世
子
慶
福
代

理
）
拝
謁
を
果
た
し
た
（
以
上
、
第
二
節
）。

　

一
八
五
九
年
に
入
る
と
（
安
政
五
年
十
二
月
）、
ア
メ
リ
カ
総
領
事
ハ
リ
ス
は

正
式
に
外
交
代
表
た
る
公
使
に
昇
格
す
る
こ
と
が
本
国
で
決
定
し
、
そ
の
旨
の

信
任
状
を
将
軍
に
奉
呈
す
る
要
が
あ
ら
た
め
て
生
じ
る
。
こ
の
段
階
に
な
る
と
、

幕
府
内
で
も
は
や
儀
礼
様
式
の
詳
細
を
検
討
し
直
す
必
要
は
な
く
、
安
政
六

（
一
八
五
九
）
年
十
月
十
一
日
、
江
戸
城
で
の
将
軍
（
第
十
四
代
家
茂
）
拝
謁
は

す
ん
な
り
と
実
施
さ
れ
た
。
幕
府
の
認
識
に
お
い
て
は
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
迎

接
ま
で
に
ま
と
ま
っ
た
式
次
第
を
、
す
で
に
定
式
化
し
た
も
の
と
し
て
こ
こ
に

用
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
設
え
が
、
安
政
四
年
十
月
二
十
一
日
の

ケ
ー
ス
に
比
べ
て
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ハ
リ
ス
と
の
間

で
再
び
論
争
と
な
り
（
以
上
、
第
三
節
）、
最
終
的
に
は
、
式
次
第
を
修
正
の
う

え
、
翌
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
七
月
四
日
に
拝
謁
式
を
再
挙
行
す
る
こ
と
で

よ
う
や
く
決
着
を
見
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
整
理
さ
れ
た
形
に
則
っ
て
引
き
続

き
行
わ
れ
た
の
が
、
同
月
九
日
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
、
同
二
十
一
日
、
フ
ラ
ン
ス
代
理
公
使
キ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
デ
ュ
シ
ェ

ヌ
・
ド
＝
ベ
ル
ク
ー
ル
の
、
そ
れ
ぞ
れ
初
め
て
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
で
あ
る

（
以
上
、
第
四
節
）。

　

本
稿
が
具
体
的
な
分
析
を
行
う
範
囲
は
こ
こ
ま
で
と
な
ろ
う
。
登
城
・
将
軍

拝
謁
と
い
う
儀
礼
の
場
面
に
焦
点
を
絞
り
込
み
、
そ
の
様
式
が
前
例
を
連
鎖
的

し
て
形
式
を
借
用
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
策
立
案
者
と
し
て
の
幕
臣
ら
が
、

新
た
な
対
米
外
交
の
始
ま
り
を
、
徳
川
幕
府
の
「
通
信
」
の
伝
統
の
延
長
線
上

に
納
得
し
て
い
っ
た
思
考
の
過
程
と
し
て
、
十
分
な
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
詳

細
は
、
拙
論
「
引
き
継
が
れ
た
外
交
儀
礼
―
―
朝
鮮
通
信
使
か
ら
米
国
総
領
事

へ
」（
笠
谷
和
比
古
編
『
一
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
一
年
、
五
三
五
〜
五
六
四
頁
）
に
ま
と
め
た
。

　

相
互
の
関
係
を
一
定
の
型
に
託
し
、
象
徴
的
に
表
現
す
る
儀
礼
は
、
外
交
に

お
い
て
け
っ
し
て
「
内
容
以
外
」
の
飾
り
の
部
分
で
は
な
い
。
条
約
締
結
を
は

じ
め
と
す
る
政
治
・
経
済
上
の
交
渉
や
調
整
に
も
増
し
て
、
そ
こ
で
は
、
互
い

の
相
手
に
対
す
る
認
識
が
、
双
方
の
文
化
的
伝
統
に
基
づ
い
て
具
体
的
か
つ
総

合
的
に
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

5
）。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
も
と
に
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）

年
十
月
二
十
一
日
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
総
領
事
ハ
リ
ス
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
以

降
、
こ
れ
を
起
点
と
し
て
展
開
す
る
、
以
降
数
年
の
動
き
を
追
跡
し
て
み
た
い
。

朝
鮮
通
信
使
迎
接
儀
礼
を
主
要
な
土
台
と
し
て
ハ
リ
ス
を
迎
え
た
の
ち
、
幕
府

は
、
最
後
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
で
あ
る
と
同
時
に
新
た
に
領
事
官
の
身
分
を

持
っ
て
来
日
し
て
い
た
ヤ
ン
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス

か
ら
も
登
城
・
将
軍
拝
謁
の
要
請
を
受
け
、
右
に
言
及
し
た
長
年
の
商
館
長
江

戸
参
府
に
ま
つ
わ
る
慣
習
を
一
方
で
参
照
し
な
が
ら
、
直
前
の
ハ
リ
ス
の
例
に

基
づ
き
、
式
次
第
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
な
る（

6
）。

安
政
五
年
四
月
に
ド
ン
ケ
ル

＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
迎
接
が
完
了
す
る
と
、
同
年
七
月
、
そ
の
様
式
に
準
じ
、
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て
の
日
蘭
双
方
の
認
識
が
形
と
な
っ
て
表
れ
る
の
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
ド

ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
を
め
ぐ
る
経
緯
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
江
戸
行
き
が
、
歴
代
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
に

よ
る
参
府
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
、
先
代
の
レ
フ
ィ
ス
ゾ
ー
ン
が
登
城
し
た

嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
の
四
年
後
に
実
現
し
て
い
れ
ば
、
当
面
は
従
来
の
慣

習
が
維
持
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
年
を
追
っ
て
繁
多
と
な
る

対
外
関
係
に
幕
府
が
忙
殺
さ
れ
る
な
か
、
商
館
長
の
参
府
が
先
延
ば
し
に
な
っ

て
い
る
う
ち
に
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
八
月
に
至
っ
て
具
体
的
な
準
備
に

入
っ
た
と
き
に
は（

7
）、

オ
ラ
ン
ダ
と
の
関
係
は
右
で
述
べ
た
よ
う
に
変
質
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

幕
府
が
あ
え
て
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
登
城
・

将
軍
拝
謁
を
検
討
課
題
に
載
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
、
後
か
ら
来

日
し
た
ア
メ
リ
カ
総
領
事
ハ
リ
ス
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
が
、
当
人
の
強
い
要
請

に
端
を
発
す
る
長
い
論
争
の
の
ち
、
い
よ
い
よ
こ
の
時
期
に
実
質
的
な
決
定
を

見
た
こ
と
と（

8
）、

密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
注
目
す
べ

き
は
、
こ
の
時
点
で
幕
府
老
中
が
、「
當
時
加
比
丹
儀
は
、
領
事
官
ニ
相
成
居

候
間
、
出
府
拝
禮
之
節
御
取
扱
、
是
迄
之
通
に
も
相
成
間
敷
候
」
と
、「
加
比

丹
（
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
）」
か
ら
「
領
事
官
」
へ
と
い
う
相
手
方
の
身
分
の
変
化

を
明
確
に
認
識
し
、
長
崎
奉
行
に
対
し
て
、
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
自
身

と
も
相
談
の
う
え
「
相
當
之
御
取
扱
振
」
を
考
究
す
る
よ
う
、
積
極
的
に
命
じ

に
踏
襲
し
な
が
ら
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
の
検
証
を
通
じ
て
、
こ
の
時
期
の
徳

川
幕
府
に
お
け
る
、
実
践
的
な
対
外
認
識
の
定
着
過
程
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
過
程
の
幕
末
外
交
史
に
お
け
る
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的

で
あ
る
。
別
の
角
度
か
ら
述
べ
れ
ば
、
日
本
の
外
交
史
の
連
続
と
断
絶
を
語
る

う
え
で
、
幕
末
、
と
り
わ
け
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
数
年
間
の
位
置
を
考
え
る
た

め
の
糸
口
と
し
た
い
。

二
、
ア
メ
リ
カ
総
領
事
ハ
リ
ス
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
（
安
政
四
年
）

を
起
点
と
す
る
展
開

（
一
）
オ
ラ
ン
ダ
領
事
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
（
安
政
五
年
）

　

ヤ
ン
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
、
嘉
永
五

（
一
八
五
二
）
年
、
往
年
の
、
そ
し
て
最
後
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
で
あ
る
と
同

時
に
、
結
果
と
し
て
は
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
に
調
印
さ
れ
、
二
年
後
に
批

准
書
の
交
換
に
至
る
、
日
蘭
和
親
条
約
交
渉
の
全
権
と
い
う
外
交
上
の
使
命
を

帯
び
て
来
日
し
た
。
同
条
約
に
よ
っ
て
日
蘭
関
係
は
民
間
の
通
商
か
ら
正
式
な

国
交
へ
、
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
自
身
の
身
分
も
領
事
官
へ
と
転
換
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
オ
ラ
ン
ダ
の
位
置
は
、
物
理
的
に
は
従
来
ど
お
り

長
崎
の
出
島
に
駐
在
を
続
け
た
こ
と
も
あ
り
、
新
た
に
到
来
し
た
ア
メ
リ
カ
を

は
じ
め
と
す
る
欧
米
諸
国
に
比
し
て
十
分
に
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
表
面
的
な
変
化
に
乏
し
い
背
後
で
、
そ
の
二
国
間
関
係
は
右
の
よ
う
に
他

に
類
例
を
見
な
い
興
味
深
い
変
質
を
経
験
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
変
質
に
つ
い
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こ
れ
に
対
応
す
る
に
あ
た
り
、
先
の
ア
メ
リ
カ
総
領
事
を
「
國
書
持
參
之
者
」

に
し
て
「
別
段
之
使
節
」、
今
回
の
オ
ラ
ン
ダ
領
事
を
「
普
通
在
留
之
官
吏
」

と
位
置
付
け
、
そ
の
「
差
別
」
を
確
認
し
な
が
ら（

13
）、

む
し
ろ
「
今
度
之
御
扱

振
」
を
契
機
に
「
向
後
外
國
官
吏
等
參
府
之
規
則
」
を
確
立
し
よ
う
と
の
意
思

を
明
確
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

14
）。

　

そ
の
検
討
は
実
際
に
、
従
来
か
ら
現
場
の
対
オ
ラ
ン
ダ
窓
口
を
務
め
て
き
た

長
崎
奉
行
を
含
め
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
二
月
に
任
命
さ
れ
た
和
蘭
人
參

府
掛
（
土
岐
賴
旨
、
土
岐
朝
昌
、
永
井
尚
志
、
鵜
殿
長
鋭
、
岡
部
長
常
、
塚
越

藤
助（

15
））

と
、
前
年
か
ら
ハ
リ
ス
迎
接
の
準
備
に
あ
た
っ
て
き
た
米
国
総
領
事
出

府
取
調
掛
（
土
岐
賴
旨
、
林
復
齋
、
筒
井
政
憲
、
川
路
聖
謨
、
鵜
殿
長
鋭
、
永
井
尚

志
、
塚
越
藤
助（

16
））

と
が
合
同
で
進
め
た
こ
と
が
諸
記
録
か
ら
読
み
取
れ
る（

17
）。

こ

の
観
点
か
ら
も
、
オ
ラ
ン
ダ
領
事
に
対
す
る
「
今
度
之
御
扱
振
」
は
必
然
的
に
、

直
前
の
ア
メ
リ
カ
の
例
と
の
具
体
的
な
比
較
衡
量
の
な
か
で
定
め
ら
れ
て
い
っ

た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
な
か
で
も
、
在
府
長
崎
奉
行
岡
部
長
常
の
病
気
も

相
俟
っ
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
米
蘭
双
方
の
掛
を
掛
け
持
ち
す
る

立
場
に
あ
り
、
元
長
崎
在
勤
目
付
な
ら
び
に
長
崎
海
軍
伝
習
所
総
督
と
し
て
以

前
か
ら
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
自
身
と
も
昵
懇
の
現
勘
定
奉
行
、
永
井
尚

志
で
あ
っ
た（

18
）。

　

彼
ら
が
行
っ
た
長
崎
か
ら
江
戸
ま
で
の
往
復
行
程
全
般
に
わ
た
る
検
討
の
う

ち
、
こ
こ
で
は
江
戸
城
で
の
拝
謁
式
を
め
ぐ
る
部
分
の
み
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹

介
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
幕
府
が
当
初
か
ら
持
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る（

9
）。

　
「
相
當
之
御
取
扱
振
」
を
考
究
す
る
と
は
第
一
義
的
に
、
こ
れ
ま
で
幕
府
の

役
人
に
よ
る
厳
し
い
監
視
の
も
と
、
江
戸
ま
で
の
道
中
も
江
戸
在
府
中
も
、
指

定
の
宿
か
ら
一
歩
も
外
に
出
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る

し
き
た
り
を
改
め
、
役
人
ら
の
あ
り
方
は
「
警
固
」
か
ら
「
案
内
」
に
、
宿
泊

は
「
市
中
旅
宿
」
か
ら
幕
府
が
提
供
す
る
「
宿
寺
」
に
、
ま
た
各
地
で
宿
泊
中
、

「
供
立
等
省
略
」
し
て
の
外
出
も
可
と
す
る
な
ど
、
全
体
と
し
て
「
殊
ニ
是
迄

と
違
ひ
、
緩
優
之
御
取
扱
相
成
」
よ
う
取
り
計
ら
う
こ
と
を
意
味
し
た（

10
）。

さ
ら

に
そ
う
し
た
方
針
が
、
下
田
か
ら
江
戸
に
出
府
し
た
ハ
リ
ス
の
場
合
と
違
い
、

長
崎
か
ら
江
戸
ま
で
の
長
い
道
中
に
か
か
わ
る
各
地
―
―
大
坂
、
京
都
を
含
む

―
―
の
役
人
に
も
触
れ
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
ひ
い
て
は
そ
の
新
し
い
「
御

取
扱
振
」
を
各
地
の
民
衆
も
じ
か
に
見
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
こ
の

ケ
ー
ス
は
、
日
本
の
対
外
関
係
の
変
化
を
事
実
上
広
範
に
告
知
す
る
画
期
的
な

意
義
を
担
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る（

11
）。

諸
準
備
が
整
い
、
実
際
に
ド
ン
ケ
ル

＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
が
江
戸
に
向
け
て
長
崎
を
出
立
し
た
の
は
、
江
戸
で
ハ
リ
ス

の
登
城
・
拝
謁
が
完
了
し
た
の
ち
の
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
正
月
末
、
江
戸

着
は
三
月
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
た（

12
）。

　

一
方
、
幕
府
は
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
「
領
事
官
」
江
戸
初
参
府
の
焦
点
で
あ
る
登

城
・
将
軍
拝
謁
の
儀
式
に
関
し
て
、
直
前
に
構
築
し
た
ア
メ
リ
カ
総
領
事
迎
接

の
式
次
第
を
単
純
に
流
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス

側
は
当
然
な
が
ら
「
亞
米
利
加
官
吏
同
様
」
の
扱
い
を
求
め
た
が
、
幕
府
側
は
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認
し
て
お
き
た
い
。
多
少
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
加
え
れ
ば
、
単
に
オ
ラ
ン
ダ
商

館
長
時
代
の
例
を
引
く
と
い
う
よ
り
も
、
今
後
繰
り
返
し
発
生
す
る
可
能
性
が

あ
る
「
普
通
在
留
之
官
吏
」
の
登
城
・
拝
謁
を
、
で
き
る
だ
け
特
別
の
手
間
を

か
け
ず
、
日
本
国
内
で
行
わ
れ
て
き
た
通
例
の
儀
式
の
枠
内
に
収
め
、
簡
易
に

遂
行
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
方
策
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
む
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
と
の
格
差
を
嫌
い
、

交
渉
は
江
戸
到
着
後
、
主
に
永
井
尚
志
と
の
間
で
延
々
と
続
い
た
が
、
そ
の
内

実
は
交
渉
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
永
井
が
か
ね
て
よ
り
の
知
己
で
あ
る
ド
ン

ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
、
欧
州
諸
国
に
お
け
る
外
交
儀
礼
一
般
に
つ
い
て

さ
ま
ざ
ま
に
聞
き
出
し
、
学
び
取
る
機
会
と
し
て
活
用
し
た
も
の
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る（

23
）。

し
か
も
そ
の
う
え
で
、
結
果
的
に
は
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ

ス
自
身
を
し
て
、「
若
し
其
使
節
國
書
を
持
參
候
ハ
ゝ
、
今
般
之
亞
米
利
加
コ

ン
シ
ユ
ル
之
例
を
御
取
用
ひ
、
書
翰
無
之
候
ハ
ゝ
、
私
拜
禮
相
願
候
儀
式
を
以
、

御
沙
汰
ニ
相
成
候
ハ
ゝ
、
異
論
有
之
間
敷
候（

24
）」

と
い
う
、
幕
府
が
当
初
よ
り
予

定
し
た
「
國
書
持
參
之
者
」
と
「
普
通
在
留
之
官
吏
」
の
仕
分
け
に
そ
の
ま
ま

該
当
す
る
一
般
見
解
に
至
ら
し
め
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
オ
ラ
ン
ダ
領
事
が
納
得

し
た
方
式
で
あ
る
と
し
て
、
他
国
の
官
吏
に
前
例
と
し
て
示
し
て
よ
い
か
と
の

永
井
の
問
い
に
、「
聊
差
支
無
御
座
候（

25
）」

と
ま
で
の
回
答
を
引
き
出
し
た
交
渉

手
腕
は
、
あ
っ
ぱ
れ
と
評
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

最
終
的
に
、
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
、
前
年
の
ハ
リ
ス
の
拝
礼
に
お

い
て
「
自
分
御
禮
」
の
た
め
に
設
定
さ
れ
、
前
述
の
と
お
り
ハ
リ
ス
自
身
は
拒

て
い
た
考
え
は
、
ハ
リ
ス
の
た
め
に
準
備
し
た
儀
式
の
な
か
で（

19
）、

彼
が
大
統
領

の
名
代
と
し
て
国
書
を
読
み
上
げ
た
場
面
で
は
な
く
、
そ
れ
に
引
き
続
き
、
あ

ら
た
め
て
ハ
リ
ス
自
身
と
し
て
謁
見
す
る
「
自
分
御
禮
」
の
次
第
を
採
用
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

20
）。「

自
分
御
禮
」
は
、
ハ
リ
ス
迎
接
儀
式
の
範
と
な
っ

た
朝
鮮
通
信
使
の
聘
礼
に
お
い
て
も
つ
ね
に
設
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
江
戸

城
大
広
間
に
入
っ
た
使
節
が
、
朝
鮮
国
王
の
名
代
と
し
て
将
軍
に
相
対
し
た
位

置
よ
り
も
畳
数
畳
分
下
座
寄
り
で
、
あ
ら
た
め
て
使
節
自
身
の
礼
を
行
う
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ス
は
、
そ
も
そ
も
使
節
の
身
分
は
大
統
領
の
名
代
と
し

て
の
一
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
二
様
の
拝
礼
な
ど
あ
り
え
な
い
と
し
て
「
自
分

御
禮
」
を
拒
ん
だ
た
め
、
当
日
の
儀
式
に
お
い
て
こ
の
部
分
は
省
か
れ
た
の
だ

が（
21
）、

幕
府
で
は
、「
國
書
持
參
之
者
」
で
は
な
い
「
普
通
在
留
之
官
吏
」
が
将

軍
に
拝
謁
す
る
今
回
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
む
し
ろ
こ
の
場
面
を
取
り
出
し
て

適
用
す
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

加
え
て
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
登
城
・
拝
礼
が
従
来
、
特
別
に
設
定
さ
れ
た

日
取
り
で
は
な
く
、「
月
次
御
禮
」
―
―
江
戸
在
府
中
の
大
名
お
よ
び
旗
本
が

定
期
的
に
総
登
城
し
（
原
則
と
し
て
毎
月
朔
日
、
十
五
日
、
二
十
八
日
）、
将
軍
に

御
目
見
す
る
最
も
基
本
的
な
殿
中
儀
礼（

22
）―

―
の
「
御
序
」
に
行
わ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
慣
例
を
あ
え
て
踏
襲
し
、
こ
の
た
び
の
オ
ラ
ン
ダ
領
事
登
城
・
拝
礼

も
そ
の
形
で
実
施
す
る
と
い
う
の
が
、
幕
府
が
計
画
し
た
大
枠
の
設
定
で
あ
る
。

江
戸
城
年
中
行
事
の
な
か
で
も
最
高
格
式
に
あ
た
る
「
年
始
御
礼
」
に
準
拠
し

た
ハ
リ
ス
迎
接
儀
礼
と
比
較
し
て
、
大
き
な
差
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
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（
二
）
ロ
シ
ア
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
（
安
政
五
年
）

　

ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
次
に
登
城
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
安
政

五
（
一
八
五
八
）
年
六
月
、
前
年
に
締
約
済
み
の
日
露
追
加
条
約
批
准
書
交
換

を
主
な
目
的
と
し
て
来
日
し
た
、
ロ
シ
ア
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
で
あ
る
。
周
知

の
と
お
り
、
長
崎
に
お
け
る
最
初
の
日
露
交
渉
の
際
と
、
下
田
で
の
日
露
和
親

条
約
締
約
の
際
、
再
び
長
崎
で
の
日
露
追
加
条
約
締
約
の
際
と
、
日
本
へ
は
す

で
に
三
度
訪
れ
て
お
り
、
今
回
は
四
た
び
の
来
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
批
准

書
交
換
の
要
は
日
本
側
も
む
ろ
ん
承
知
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な

時
期
は
と
も
あ
れ
こ
の
四
度
目
の
来
日
は
十
分
に
予
測
さ
れ
て
い
た
。
実
際
に

プ
チ
ャ
ー
チ
ン
が
到
着
す
る
こ
と
に
な
る
前
月
に
は
、
入
港
地
と
想
定
さ
れ
て

い
た
下
田
の
奉
行
よ
り
幕
府
老
中
に
対
し
、
い
ざ
来
日
の
折
の
心
得
を
問
い
合

わ
せ
る
な
ど
し
て
い
る（

32
）。

　

そ
の
問
い
合
わ
せ
内
容
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
来
日
し
た
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
が
、

日
米
間
で
新
た
な
条
約
―
―
結
果
と
し
て
は
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
到
着
と
ほ
ぼ
同

時
に
調
印
さ
れ
た
日
米
修
好
通
商
条
約
―
―
の
交
渉
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
知

れ
ば
、
既
存
の
日
露
追
加
条
約
の
批
准
書
交
換
で
は
済
ま
ず
、
必
ず
や
ア
メ
リ

カ
と
同
様
の
新
条
約
締
結
を
要
望
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
下
田
奉
行
の
レ
ベ

ル
に
お
い
て
明
確
に
予
期
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
新
条
約
交
渉
の

た
め
に
は
江
戸
出
府
を
希
望
す
る
に
違
い
な
い
こ
と
、
そ
の
節
は
米
・
蘭
の
最

近
の
例
に
よ
っ
て
登
城
・
将
軍
拝
謁
を
願
い
出
る
の
は
必
至
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
そ
う
な
っ
た
場
合
に
は
現
に
前
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
ん
な
り
と
承
諾

ん
だ
と
こ
ろ
の
立
ち
位
置
―
―
具
体
的
に
は
江
戸
城
大
広
間
内
、「
御
下
段
下

よ
り
二
疊
目
」
―
―
に
て
将
軍
に
拝
謁
し
た（

26
）。

ま
た
、
登
城
の
日
程
に
つ
い
て

は
、
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
本
人
は
と
く
に
背
景
の
説
明
を
受
け
な
い
ま

ま
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
四
月
朔
日
と
の
幕
府
提
案
を
承
諾
し（

27
）、

当
日
の

儀
式
は
実
際
に
、
通
常
の
月
次
御
礼
と
併
せ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る（

28
）。

　

そ
の
際
、
日
本
側
列
席
者
の
服
装
も
ま
た
、
将
軍
自
ら
を
含
め
、
月
次
御
礼

と
同
様
の
「
熨
斗
目
袷
半
袴
」
で
あ
っ
た（

29
）。

い
ち
お
う
礼
服
で
は
あ
る
が
、
ご

く
軽
微
な
服
装
で
全
員
が
出
席
し
た
こ
と
に
な
る（

30
）。

既
出
の
拙
論
で
明
ら
か
に

し
た
と
お
り
、
ハ
リ
ス
迎
接
の
折
の
幕
府
内
の
議
論
で
は
、
装
束
の
問
題
が
き

わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
、
一
連
の
検
討
の
結
果
、
半
袴
よ
り
上
位
の
長
袴

案
を
も
排
し
て
、
年
始
御
礼
に
準
ず
る
「
直
垂
狩
衣
大
紋
布
衣
素
袍
」
の
着
用

が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
外
国
に
対
し
て
日
本
社
会
の
文
明
度
を
強
調
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
身
分
の
上
下
に
応
じ
た
き
ら
び
や
か
な
服
制
を
見
せ
つ
け

る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
る（

31
）。

　

そ
れ
に
引
き
比
べ
、
今
回
、
幕
府
が
一
回
限
り
の
盛
典
の
成
功
よ
り
も
、
こ

の
種
の
儀
式
を
で
き
る
か
ぎ
り
類
型
化
、
平
準
化
し
、
自
ら
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン

の
な
か
に
取
り
込
む
こ
と
を
優
先
し
た
様
子
が
明
白
に
見
て
取
れ
よ
う
。
西
洋

諸
国
か
ら
の
登
城
二
人
目
に
し
て
、
幕
府
が
早
く
も
「
向
後
外
國
官
吏
等
參
府

之
規
則
」
を
確
立
し
よ
う
と
の
意
思
を
持
っ
た
こ
と
の
背
後
に
は
、
同
様
の

ケ
ー
ス
が
今
後
加
速
度
的
に
増
加
す
る
と
い
う
予
測
、
ま
た
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
て
い
く
と
い
う
認
識
が
こ
の
時
点
で
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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先
蹤
」
に
従
っ
て
出
府
・
拝
謁
も
許
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
き
わ
め
て

柔
軟
と
言
う
べ
き
態
度
が
部
分
的
に
顔
を
出
す
。
し
か
し
全
体
と
し
て
は
、
こ

の
時
期
の
幕
府
を
す
で
に
困
難
に
陥
れ
て
い
た
、
対
米
条
約
交
渉
を
め
ぐ
る
朝

廷
の
否
定
的
反
応
な
ど
を
曖
昧
に
引
き
合
い
に
出
し
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
に
対
し

て
は
当
面
、
締
約
済
み
の
条
約
を
議
題
に
載
せ
て
様
子
を
探
る
べ
し
と
の
、
明

確
な
結
論
を
回
避
し
た
官
僚
的
答
弁
に
と
ど
ま
っ
て
い
る（

34
）。

　

こ
う
し
た
議
論
が
始
ま
っ
て
ほ
ど
な
く
、
当
の
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
は
い
っ
た
ん

長
崎
、
つ
い
で
下
田
に
入
る
も
す
ぐ
に
神
奈
川
に
回
航
、
幕
府
は
即
座
の
対
応

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
六
月
十
八
日

の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
幕
府
が
朝
廷
の
反
応
如
何
に
よ
ら
ず
日
米
修
好

通
商
条
約
の
締
結
に
踏
み
切
っ
た
の
は
六
月
十
九
日
で
あ
り
、
こ
の
翌
日
に
あ

た
る
。
ロ
シ
ア
使
節
に
は
、
永
井
尚
志
、
井
上
清
直
、
堀
利
煕
、
岩
瀬
忠
震
、

津
田
半
三
郎
の
五
名
が
応
対
を
命
じ
ら
れ
た（

35
）。

以
降
の
諸
記
録
か
ら
、
こ
の
際

の
対
露
交
渉
を
実
質
的
に
担
っ
た
の
は
彼
ら
の
う
ち
、
再
び
永
井
を
中
心
に
、

堀
と
津
田
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
井
上
と
岩
瀬
は
周
知
の
と
お
り
対
米
交
渉

の
全
権
で
あ
り
、
そ
の
業
務
に
多
忙
を
極
め
て
い
た
と
想
像
で
き
よ
う
。

　

右
の
三
名
と
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
と
の
本
格
的
な
会
談
は
六
月
二
十
一
日
に
行
わ

れ
た
が（

36
）、

そ
こ
で
は
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
自
身
が
す
で
に
長
崎
立
ち
寄
り
の
際
な

ど
に
得
た
情
報
か
ら
、
対
米
条
約
交
渉
の
進
展
を
含
め
て
、
直
近
の
日
本
に
お

け
る
対
外
関
係
の
動
向
を
よ
く
承
知
し
て
い
る
こ
と
、
他
方
、
先
に
触
れ
た
と

お
り
日
本
側
で
重
要
な
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
て
い
た
、
新
た
な
委
任
状

す
る
と
い
う
段
取
り
で
よ
ろ
し
い
か
、
と
の
伺
い
を
立
て
て
い
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
江
戸
で
は
、
二
年
前
、
下
田
に
駐
在
を
開
始
し
て
い
た
ハ
リ

ス
が
初
め
て
江
戸
出
府
を
希
望
し
た
折
の
大
論
争
で
、
当
初
よ
り
そ
の
早
期
実

現
を
是
と
し
、
開
明
的
な
論
陣
を
張
っ
た
元
大
目
付
筒
井
政
憲
―
―
プ
チ
ャ
ー

チ
ン
の
第
一
回
、
第
二
回
の
来
日
の
際
、
全
権
と
し
て
応
接
に
あ
た
っ
た
一
人

で
も
あ
る
―
―
と
、
そ
の
系
列
に
属
す
る
海
防
掛
の
大
目
付
・
目
付
衆
、
こ
れ

に
ペ
リ
ー
以
来
の
対
外
交
渉
に
関
与
し
て
き
た
林
大
学
頭
復
斎
を
加
え
た
メ
ン

バ
ー
が
対
応
を
協
議
し
た
。
こ
の
と
き
彼
ら
が
提
示
し
た
の
は
、
拝
謁
云
々
以

前
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
が
新
条
約
締
結
に
関
す
る
本
国
政
府
の
委
任
状
を
所
持
し

て
い
る
か
否
か
を
基
準
に
、
出
府
の
可
否
を
判
断
し
、
所
持
な
く
ば
下
田
限
り

に
て
、
あ
く
ま
で
先
の
条
約
の
批
准
書
交
換
の
み
を
行
う
と
い
う
考
え
方
だ
っ

た
の
で
あ
る（

33
）。

―
―
明
治
後
、
ア
メ
リ
カ
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
に
着
し
た
岩
倉

使
節
団
が
全
権
委
任
状
不
所
持
の
た
め
先
方
政
府
と
不
平
等
条
約
改
正
交
渉
を

開
始
で
き
ず
、
大
久
保
利
通
、
伊
藤
博
文
を
い
っ
た
ん
日
本
に
送
り
返
し
た
有

名
な
逸
話
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
十
五
年
を
遡
る
こ
の
時
点
で
、
徳
川
幕
府
は

外
交
交
渉
の
場
に
お
け
る
委
任
状
の
意
義
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
右
の
面
々
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
幕
府
内
で
は
評
定
所
一
座
と
し
て
別
に

同
件
に
関
す
る
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
新
条
約
交
渉
に
関
し
、

ア
メ
リ
カ
に
門
戸
を
開
い
た
以
上
ロ
シ
ア
に
も
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
最
恵
国
待
遇
に
近
い
考
え
方
、
ま
た
、「
和
蘭
亞
墨
利
加
之
御
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チ
ャ
ー
チ
ン
と
の
こ
こ
ま
で
の
関
係
が
む
し
ろ
良
好
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
に
、

実
際
に
本
人
と
相
対
し
た
応
接
掛
の
実
感
と
し
て
、「
是
迄
度
々
使
節
と
し
て

渡
來
致
候
布
恬
廷
」
と
い
う
彼
個
人
へ
の
一
定
の
信
頼
に
基
づ
き
、「
國
書
等

持
參
不
仕
候
得
と
も
」
そ
の
顔
を
立
て
よ
う
と
す
る
考
え
が
先
行
し
た
も
の
と

理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
の
ち
幕
府
内
部
に
お
い
て
は
特
段
の
議
論
も
な
い
ま
ま
、
安
政
五

（
一
八
五
八
）
年
七
月
朔
日
の
段
階
で
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
出
府
、
な
ら
び
に

登
城
・
将
軍
拝
謁
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る（

38
）。

プ
チ
ャ
ー
チ
ン
自

身
が
神
奈
川
か
ら
陸
路
で
江
戸
入
り
し
た
の
は
七
月
四
日（

39
）、

登
城
は
七
月
十
二

日
に
実
現
し
た（

40
）。

と
く
に
議
論
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
、
そ
の
跡
を
残
し

て
い
な
い
史
料
か
ら
実
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
右
に
紹
介
し
た
応
接
掛
の

見
解
、
ま
た
、
現
に
米
・
蘭
の
経
験
が
あ
り
、
幕
府
が
同
種
の
迎
接
に
躊
躇
す

る
理
由
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
加
え
、
こ
の
時
期
、
長
く
最
大
の
懸
案

で
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
将
軍
継
嗣
問
題
」
に
決
着
が
つ
き
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
着

後
間
も
な
い
六
月
二
十
五
日
を
皮
切
り
に
、
第
十
三
代
将
軍
家
定
の
養
子
と
し

て
紀
州
藩
主
徳
川
慶
福
（
家
茂
）
を
披
露
す
る
諸
儀
式
や
祝
賀
行
事
に
幕
府
が

忙
殺
さ
れ
て
い
た
こ
と
も（

41
）、

か
え
っ
て
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
問
題
を
二
義
的
な
も
の

と
し
、
受
け
入
れ
決
定
を
容
易
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
自
身
が
六
月
二
十
一
日
の
会
談
で
予
告
し
た
よ
う

に
、
清
国
か
ら
同
じ
く
天
津
条
約
締
結
を
果
た
し
た
イ
ギ
リ
ス
使
節
、
エ
ル
ギ

ン
伯
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ル
ー
ス
）
が
品
川
に
来
着
し
た
の
が
、
プ
チ
ャ
ー
チ

は
所
持
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
点
を
問
わ
れ
た
プ
チ
ャ
ー
チ
ン

は
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
の
さ
な
か
に
あ
る
清
国
で
天
津
条
約
の
締

結
に
漕
ぎ
着
け
た
の
ち
、
そ
の
足
で
来
日
し
た
経
緯
を
述
べ
、
同
条
約
に
関
す

る
委
任
状
は
携
行
し
て
い
る
の
で
要
す
れ
ば
見
せ
て
も
よ
い
と
い
っ
た
詭
弁
を

展
開
し
て
い
る
。

　

幕
府
が
十
分
に
予
想
し
て
い
た
と
お
り
、
米
・
蘭
の
例
を
も
っ
て
江
戸
に
赴

き
、
将
軍
に
拝
謁
し
た
い
と
の
希
望
も
、
こ
の
会
談
で
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
側
か
ら

言
及
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
先
の
来
日
の
折
に
「
戸
田
ニ
て
格
別
之
御
恩
」
を

蒙
っ
た
こ
と
に
関
し
、
将
軍
へ
じ
か
に
御
礼
を
申
し
述
べ
た
い
旨
を
言
い
添
え

て
い
る
。
こ
れ
が
、
有
名
な
「
ヘ
タ
号
」
の
逸
話
―
―
安
政
の
大
地
震
に
遭
遇

し
、
大
破
し
た
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
乗
艦
デ
ィ
ア
ナ
号
に
代
え
、
現
地
住
民
の
手

で
新
船
ヘ
タ
号
を
建
造
す
る
と
と
も
に
、
足
止
め
さ
れ
た
ロ
シ
ア
士
官
ら
を
厚

遇
し
た
―
―
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　

応
接
掛
は
こ
れ
に
対
し
、「
江
府
拜
禮
之
儀
は
、
精
々
力
を
盡
し
取
計
可
申
」

と
意
外
に
も
何
ら
の
留
保
も
な
く
前
向
き
の
回
答
を
与
え
る
と
と
も
に
、
老
中

へ
は
、「
國
書
等
持
參
不
仕
候
得
と
も
、
是
迄
度
々
使
節
と
し
て
渡
來
致
候
布

恬
廷
之
儀
、
出
府
拜
禮
等
強
て
差
拒
候
ハ
ゝ
、
又
々
何
樣
之
害
を
生
し
可
申
哉

難
計
候
間
、
御
許
容
相
成
候
方
、
御
都
合
も
宜
可
然
哉
と
奉
存
候（

37
）」

と
、
事
実

上
、
受
け
入
れ
を
強
く
勧
め
る
上
申
を
行
っ
て
い
る
。
文
書
の
う
え
で
は
、
右

の
よ
う
に
強
い
て
申
し
入
れ
を
拒
ん
だ
場
合
の
弊
害
を
想
定
、
こ
れ
を
避
け
る

た
め
と
い
っ
た
論
法
を
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、
戸
田
の
件
を
含
め
て
プ
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で
準
備
さ
れ
た
。
一
時
的
に
来
日
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
は

「
普
通
在
留
之
官
吏
」
と
は
言
え
ま
い
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
國
書
持
參

之
者
」
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
淡
々
と
直
近
の
例
を
用
い
る
の
が
至
極

適
当
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

毎
月
朔
日
、
十
五
日
、
二
十
八
日
に
行
わ
れ
る
月
次
御
礼
の
「
御
序
」
と
い

う
形
が
と
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
な
理
由
を
証
す
る
史
料

は
な
い
も
の
の
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
来
日
後
す
ぐ
の
定
期
登
城
日
に
あ
た
る
六

月
二
十
八
日
、
あ
る
い
は
七
月
朔
日
前
後
、
養
君
の
祝
賀
行
事
で
城
中
の
日
程

が
詰
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
、
か
つ
、
七
月
十
五
日
は
い
わ
ゆ
る
お
盆
で

あ
っ
て
、
も
と
よ
り
通
例
の
十
五
日
と
は
違
い
、
何
よ
り
こ
の
と
き
、
七
月
六

日
の
第
十
三
代
将
軍
家
定
逝
去
を
幕
府
が
ひ
た
隠
し
に
し
て
い
た
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
こ
の
新
ル
ー
ル
が
一
回
限
り
で
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
説

明
は
要
す
ま
い
。
ま
た
、
列
席
者
の
内
衣
が
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
際

の
「
熨
斗
目
袷
」
か
ら
「
染
帷
子
」
に
変
わ
っ
て
い
る
の
は（

45
）、

式
の
性
格
と
い

う
よ
り
は
季
節
の
変
化
に
応
じ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

プ
チ
ャ
ー
チ
ン
登
城
の
折
、
将
軍
は
「
御
疝
積
氣
ニ
付
」
出
御
し
な
か
っ
た

旨
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
養
子
披
露
が
済
ん
だ
ば
か
り
の
慶
福
（
家
茂
）
が
名

代
に
立
っ
た（

46
）。

プ
チ
ャ
ー
チ
ン
に
続
い
て
拝
謁
式
に
臨
む
の
が
む
し
ろ
自
然
で

あ
っ
た
は
ず
の
イ
ギ
リ
ス
使
節
エ
ル
ギ
ン
は
、
一
方
で
将
軍
の
病
気
へ
の
配
慮

か
ら
、
他
方
で
年
若
い
将
軍
名
代
に
引
見
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
登
城
を
要
望

せ
ず（

47
）、

条
約
交
渉
の
み
行
っ
て
去
る
。
こ
れ
を
追
っ
て
来
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
使

ン
の
江
戸
入
り
と
同
じ
七
月
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た（

42
）。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い

て
、
幕
府
は
も
は
や
迷
う
暇
な
く
、
先
に
「
向
後
外
國
官
吏
等
參
府
之
規
則
」

を
細
か
く
検
討
し
お
い
た
こ
と
を
幸
い
と
し
て
、
各
使
節
に
対
応
す
る
ほ
か
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
は
い
っ
た
ん
、
い
ず
れ
も
既
出
の
永
井
尚
志
、
岩
瀬
忠

震
、
津
田
半
三
郎
の
三
名
が
応
接
掛
に
任
じ
ら
れ
る（

43
）。

が
、
エ
ル
ギ
ン
の
到
着

四
日
後
に
あ
た
る
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
七
月
八
日
、
幕
府
で
は
「
外
国
奉

行
」
の
発
令
が
決
定
さ
れ
た
。
弘
化
年
間
以
来
、
目
付
系
、
勘
定
奉
行
系
を
軸

に
幕
府
内
の
既
存
の
組
織
を
ま
た
が
る
タ
ス
ク
・
フ
ォ
ー
ス
的
な
形
で
常
置
さ

れ
、
年
々
繁
多
と
な
る
国
際
問
題
に
対
処
し
て
き
た
「
海
防
掛
」
を
廃
止
し
、

既
存
業
務
か
ら
独
立
し
た
対
外
関
係
専
門
の
職
掌
を
発
足
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
初
代
の
顔
ぶ
れ
は
、
水
野
忠
徳
、
永
井
尚
志
、
岩
瀬
忠
震
、
堀
利
煕
、
井

上
清
直
の
五
名
で
あ
っ
た（

44
）。

い
ず
れ
も
、
す
で
に
こ
こ
何
年
も
幕
府
の
外
交
を

実
質
的
に
支
え
て
き
た
、
腕
に
覚
え
の
あ
る
面
々
で
あ
る
。
以
降
、
こ
れ
ま
で

各
国
使
節
の
到
来
ご
と
に
、
海
防
掛
を
中
心
に
臨
時
の
応
接
掛
が
組
ま
れ
て
い

た
形
も
改
め
ら
れ
、
一
貫
し
て
外
国
奉
行
が
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
登

城
・
将
軍
拝
謁
儀
礼
の
準
備
も
む
ろ
ん
そ
の
業
務
の
重
要
な
一
部
で
あ
り
、
七

月
十
二
日
の
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
迎
接
が
、「
外
国
奉
行
」
が
取
り
し
き
る
最
初
の

殿
中
儀
礼
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
以
外
、
ロ
シ
ア
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
拝
謁
は
、
基
本
的
に
す
べ

て
オ
ラ
ン
ダ
領
事
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
拝
謁
式
次
第
を
踏
襲
す
る
形
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外
交
代
表
を
置
く
こ
と
は
、
ほ
か
で
も
な
い
ハ
リ
ス
自
身
が
交
渉
し
た
日
米
修

好
通
商
条
約
に
規
定
さ
れ
た
も
の
だ
が
（
第
一
条
）、
ハ
リ
ス
は
条
約
締
結
直

後
か
ら
、
自
ら
を
そ
の
職
に
任
命
し
て
ほ
し
い
旨
、
本
国
政
府
に
願
い
出
て
い

た
の
だ
っ
た（

50
）。

　

通
知
を
受
け
取
っ
た
と
き
、
ハ
リ
ス
は
上
海
に
い
た
。
条
約
の
締
結
と
、
そ

の
新
し
い
枠
組
み
を
動
か
す
た
め
の
諸
業
務
が
一
段
落
し
た
の
ち
、
条
約
に
定

め
ら
れ
た
神
奈
川
お
よ
び
長
崎
開
港
（
一
八
五
九
年
七
月
四
日
／
安
政
六
年
六
月

五
日
）
ま
で
の
時
間
を
活
用
し
、
赴
任
以
来
初
め
て
、
静
養
を
兼
ね
て
日
本
を

離
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

51
）。

安
政
六
年
五
月
二
十
七
日
に
下
田
に
帰
着
し
た
ハ
リ

ス
が
、
他
の
す
べ
て
に
優
先
し
て
そ
の
当
日
に
着
手
し
た
仕
事
が
、
自
ら
の
公

使
任
命
を
幕
府
に
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
大
統
領
の
名
に
よ
る
そ
の
旨
の
信
任

状
を
奉
呈
す
る
た
め
、
あ
ら
た
め
て
将
軍
に
拝
謁
し
た
い
と
の
希
望
を
伝
え
、

日
取
り
の
設
定
を
依
頼
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
新
条
約
中
に
外

交
代
表
の
駐
在
地
は
江
戸
と
の
定
め
が
あ
る
の
に
基
づ
き
、
近
々
に
下
田
か
ら

江
戸
に
移
転
す
る
意
向
に
も
言
及
し
て
い
る（

52
）。

　

ち
な
み
に
こ
の
江
戸
移
転
は
、
本
国
か
ら
は
と
く
に
指
示
さ
れ
て
い
な
い
事

柄
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
ス
は
公
使
任
命
の
知
ら
せ
を
受
け
取
っ
た
の
ち
、
独
断
で

江
戸
行
き
を
決
め
、
本
国
政
府
の
意
思
が
「
そ
の
点
に
お
い
て
私
が
条
約
の
規

定
に
従
う
こ
と
に
あ
ろ
う
と
仮
定
し
、
荷
物
を
ま
と
め
て
こ
の
地
を
離
れ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
す
」
と
の
文
書
を
下
田
か
ら
送
付
し
て
い
る（

53
）。

　

以
下
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
こ
の
件
は
ハ
リ
ス
が
単
に
一
人
で
考
え
つ

節
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ル
イ
・
グ
ロ
も
同
様
で
あ
る
。
家
定
の
薨
去
は
八

月
八
日
に
公
表
さ
れ
、
の
ち
、
十
二
月
朔
日
に
将
軍
宣
下
の
大
礼
が
行
わ
れ
て
、

徳
川
家
茂
が
正
式
に
第
十
四
代
将
軍
に
就
い
た（

48
）。

　

な
お
、
本
稿
で
は
各
国
使
節
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
儀
礼
を
め
ぐ
る
動
き
を
追

う
こ
と
が
主
眼
で
あ
る
た
め
、
条
約
交
渉
を
含
む
関
連
の
諸
事
項
に
は
必
要
に

応
じ
て
触
れ
る
の
み
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
以
上
に
登
場
し
た
使
節
ら
と
幕

府
の
間
で
こ
の
時
点
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
安
政
の
五
カ
国
条

約
」
の
調
印
日
（
す
べ
て
安
政
五
年
）
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
お
く
と
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
米
・
六
月
十
九
日
（
登
城
は
前
年
十
月
二
十
一
日
）、
蘭
・

七
月
十
日
（
登
城
は
同
年
四
月
朔
日
）、
露
・
七
月
十
一
日
（
登
城
は
翌
七
月
十
二

日
）、
英
・
七
月
十
八
日
（
登
城
な
し
）、
仏
・
九
月
三
日
（
登
城
な
し
）。

三
、
ア
メ
リ
カ
公
使
ハ
リ
ス
の
再
登
城
・
将
軍
拝
謁
（
安
政
六
年
）

を
め
ぐ
る
問
題

（
一
）
背
景

　

そ
の
後
、
し
ば
ら
く
登
城
・
拝
謁
問
題
は
鎮
静
化
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
安

政
三
年
（
一
八
五
六
）
か
ら
ア
メ
リ
カ
総
領
事
と
し
て
下
田
に
駐
在
し
て
い
た

タ
ウ
ン
セ
ン
ド
・
ハ
リ
ス
が
、
正
式
な
外
交
職
で
あ
る
公
使
に
昇
格
（
本
国
に

お
け
る
決
定
は
一
八
五
九
年
一
月
十
九
日
／
安
政
五
年
十
二
月
十
六
日
）、
安
政
六

年
四
月
に
至
っ
て
そ
の
通
知
を
ハ
リ
ス
本
人
が
受
領
し
た
こ
と
か
ら（

49
）、

彼
の
再

び
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
が
重
要
課
題
と
し
て
浮
上
す
る
。
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
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国
政
府
が
女
王
の
名
で
発
給
し
た
公
使
信
任
状
を
将
軍
に
奉
呈
す
る
必
要
が
生

じ
た
こ
と
が
、
こ
の
の
ち
第
四
節
で
言
及
す
る
場
面
の
背
景
を
な
す
の
で
あ
る
。

他
方
、
当
初
に
お
い
て
は
同
じ
く
総
領
事
と
し
て
赴
任
し
な
が
ら
も
、
爾
後
に

日
米
修
好
通
商
条
約
締
結
交
渉
を
控
え
、
大
統
領
の
将
軍
宛
親
書
を
携
え
て
い

た
ハ
リ
ス
の
ケ
ー
ス
と
は
異
な
り
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
は
着
任
時
、
す
で
に
エ

ル
ギ
ン
が
締
結
し
、
自
ら
の
赴
任
を
規
定
し
た
日
英
修
好
通
商
条
約
の
批
准
書

を
実
務
レ
ベ
ル
で
交
換
す
る
以
上
の
儀
礼
的
な
役
割
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
当
面
の
間
、
彼
が
幕
府
に
対
し
て
登
城
・
将
軍
拝
謁
を
要
望
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、
公
使
昇
格
を
知
ら
せ
て
き
た
ハ
リ
ス
に
対
し
幕
府
は
、
折
り
返
し
安

政
六
（
一
八
五
九
）
年
六
月
六
日
付
を
も
っ
て
、
老
中
の
名
で
「
大
慶
之
事
」

と
祝
賀
の
言
葉
を
贈
る
と
同
時
に
、
拝
謁
の
日
取
り
は
追
っ
て
知
ら
せ
る
旨
を

回
答
し
て
い
る（

58
）。

結
果
と
し
て
こ
れ
が
実
現
す
る
の
は
同
年
十
月
十
一
日
の
こ

と
で（

59
）、

ハ
リ
ス
は
そ
の
二
日
前
に
至
る
ま
で
日
程
の
決
定
を
催
促
し
て
お
り（

60
）、

相
当
に
引
き
延
ば
さ
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、
幕
府
側
が
と
く
に
こ
の
件
で

揉
め
て
い
た
形
跡
も
な
い
。
お
そ
ら
く
は
開
港
後
の
業
務
繁
多
に
よ
り
、
一
日

延
ば
し
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
、
幕
府
と
ハ
リ

ス
の
間
で
、
他
の
も
ろ
も
ろ
の
業
務
は
滞
り
な
く
遂
行
さ
れ
て
い
る
。

　

安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
十
月
十
一
日
の
儀
式
は
、
ひ
と
ま
ず
何
の
問
題
も

な
く
実
施
さ
れ
た
か
に
見
え
た
。
幕
府
に
お
い
て
も
、
も
は
や
式
次
第
を
あ
ら

た
め
て
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
チ
ャ
ー
チ

い
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
エ
ル
ギ
ン
の
締
結
し
た
日
英

修
好
通
商
条
約
に
則
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
初
の
駐
日
代
表
を
派
遣
し
よ
う
と
し
て

い
た
が
、
そ
の
当
人
で
あ
り
、
直
前
ま
で
広
東
領
事
を
務
め
て
い
た
ラ
ザ

フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
す
で
に
出
発
の
準
備
を
終
え
、
日
本
へ
向
か
う

途
上
の
上
海
で
、
ハ
リ
ス
と
初
の
邂
逅
を
果
た
し
て
い
る（

54
）。

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は

イ
ギ
リ
ス
本
国
政
府
よ
り
、
当
初
か
ら
江
戸
に
乗
り
込
ん
で
同
地
に
駐
在
拠
点

を
築
く
こ
と
を
明
確
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り（

55
）、

こ
れ
を
知
っ
た
ハ
リ
ス

は
、
下
田
に
と
ど
ま
る
わ
け
に
い
か
な
い
と
の
発
想
を
持
っ
た
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
帰
還
に
あ
た
っ
て
い
っ
た
ん
下
田
に

立
ち
寄
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ハ
リ
ス
の
江
戸
上
陸
は
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
一

週
間
以
上
の
遅
れ
を
と
り（

56
）、

過
去
三
年
に
わ
た
る
日
本
と
の
付
き
合
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
江
戸
に
お
け
る
「
初
の
駐
在
官
」
の
地
位
を
彼
に
譲
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
日
本
赴
任
時
の
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
肩
書
き
は
総
領
事
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
外
交
」
職
と
は
区
別
さ
れ
る
身
分
で
あ
り
、
日
英

修
好
通
商
条
約
に
外
交
官
吏
の
江
戸
駐
在
を
定
め
な
が
ら
、
あ
え
て
格
下
の
肩

書
き
で
駐
在
代
表
を
派
遣
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
当
時
、
こ
の
こ
と
を
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
自
身
が
大
い
に

問
題
視
し
、
本
国
政
府
と
の
応
酬
の
末
、
一
八
五
九
年
十
二
月
八
日
（
安
政
六

年
十
一
月
十
五
日
）
に
至
っ
て
公
使
へ
の
昇
格
を
果
た
す
こ
と
に
な
る（

57
）。

そ
の

経
緯
を
説
明
す
る
こ
と
は
本
稿
の
趣
旨
を
外
れ
る
が
、
こ
の
昇
格
に
よ
り
、
本
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た
―
―
加
え
て
そ
の
節
は
、「
年
始
御
礼
」
ど
お
り
の
服
制
に
従
え
ば
将
軍
自

身
も
直
垂
を
着
す
べ
き
と
こ
ろ
、
臣
下
一
同
と
は
明
確
に
異
な
っ
た
外
見
を
確

保
す
る
た
め
、
林
復
齋
の
提
案
に
よ
り
あ
え
て
服
制
を
犯
し
、
将
軍
に
は
小
直

衣
を
着
用
せ
し
め
た（

62
）―

―
と
比
べ
、
同
じ
城
中
に
あ
り
な
が
ら
、
ハ
リ
ス
の
目

に
、
明
ら
か
に
違
う
光
景
と
し
て
映
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）「
謁
見
仕
直
し
」
論
争

　

翌
々
日
か
ら
、ハ
リ
ス
の
猛
烈
な
抗
議
が
開
始
さ
れ
た
。
安
政
六（
一
八
五
九
）

年
十
月
十
三
日
に
ハ
リ
ス
が
老
中
に
宛
て
て
差
し
出
し
た
書
簡
で
は
、
安
政
四

年
の
初
め
て
の
拝
謁
の
際
と
明
白
に
異
な
る
扱
い
を
受
け
た
こ
と
を
、
自
ら
、

ひ
い
て
は
自
ら
を
名
代
と
す
る
ア
メ
リ
カ
大
統
領
を
軽
視
し
た
も
の
と
見
な
し
、

原
文
で
は
“uncourteous and im

proper acts

”と
い
う
言
葉
で
強
く
批
判

し
て
い
る
。
幕
府
で
作
成
し
た
翻
訳
文
で
は
、
こ
れ
を
「
無
禮
及
び
不
當
の
所

置
」
と
し
て
受
け
取
っ
た（

63
）。

　

ハ
リ
ス
が
こ
こ
で
具
体
的
に
問
題
に
し
た
の
は
次
の
六
点
で
あ
る
。

　

① 

先
の
拝
謁
で
は
宿
舎
か
ら
城
ま
で
、「
守
」
の
呼
称
を
有
す
る
身
分
の
人

物
（
下
田
奉
行
井
上
清
直
）
の
案
内
を
受
け
た
の
に
対
し
、
今
回
の
案
内

役
は
身
分
が
低
か
っ
た
こ
と
。

　

② 

居
所
か
ら
城
ま
で
の
道
中
、
先
の
拝
謁
の
折
は
往
来
を
制
し
て
通
行
さ
せ

た
の
に
対
し
、
今
回
は
街
路
の
往
来
は
ま
っ
た
く
自
由
で
、
自
ら
に
駆
け

ン
の
例
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
従
い
、
―
―
前
二
件
で
は
、
城
中
大

広
間
下
段
、
下
か
ら
二
畳
目
の
位
置
よ
り
将
軍
に
拝
謁
し
た
の
に
対
し
、
こ
の

た
び
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
計
五
畳
分
前
進
し
、
大
統
領
の
口
上
を
伝
え
る
形
が

と
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
「
普
通
在
留
之
官
吏
」
と
「
國
書
持
參
之
者
」
と
を

区
別
す
る
「
向
後
外
國
官
吏
等
參
府
之
規
則
」
の
実
践
に
ほ
か
な
る
ま
い
―
―

駐
日
ア
メ
リ
カ
公
使
タ
ウ
ン
セ
ン
ド
・
ハ
リ
ス
の
登
城
・
将
軍
拝
謁
は
挙
行
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
日
は
若
き
新
将
軍
、
十
四
代
家
茂
が
大
広
間

に
出
御
し
た
。

　

な
お
、
右
の
ハ
リ
ス
の
立
ち
位
置
は
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
の
彼
の
初

登
城
の
際
、
や
は
り
大
統
領
の
名
代
と
し
て
拝
謁
し
た
場
所
と
同
じ
で
あ
る
。

他
方
、
列
席
者
一
同
の
服
装
は
、
熨
斗
目
に
長
袴
で
あ
っ
た（

61
）。

熨
斗
目
ま
た
は

染
帷
子
に
半
袴
が
採
用
さ
れ
た
、
前
二
件
の
「
普
通
在
留
之
官
吏
」
の
ケ
ー
ス

よ
り
格
上
と
は
い
え
、
こ
れ
も
通
常
礼
服
の
範
囲
で
あ
り
、
先
述
の
よ
う
に

「
年
始
御
礼
」
に
準
じ
た
ハ
リ
ス
初
登
城
時
の
式
と
比
べ
、
は
る
か
に
抑
制
的

な
迎
接
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
と
き
か
ら
明

確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
外
交
儀
礼
を
、
特
例
的
な
盛
典
か

ら
、
今
後
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
前
提
と
し
た
常
の
殿
中
儀
礼
の
な
か
に

取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
流
れ
の
一
環
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
将
軍
以
下
下
位
の
列
席
者
ま
で
が
熨
斗
目
長
袴
で
勢
揃
い
し
た

様
相
は
、
前
回
登
城
し
た
折
の
「
直
垂
狩
衣
大
紋
布
衣
素
袍
」
の
装
束
揃
え
―
―

幕
府
側
が
、
見
た
目
の
多
様
さ
、
き
ら
び
や
か
さ
を
と
く
に
意
識
し
て
選
択
し
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さ
せ
た
が
、
現
在
ま
で
に
担
当
の
役
職
も
定
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
筋
の
者

を
遣
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　

② 

前
回
は
初
め
て
の
例
で
あ
る
た
め
不
慮
の
騒
擾
を
防
ぐ
べ
く
市
街
に
護
衛

の
士
卒
を
配
し
た
が
、
互
い
の
交
際
が
日
常
化
し
た
い
ま
、
衛
兵
を
退
け

て
隔
意
の
な
い
と
こ
ろ
を
示
そ
う
と
し
た
。
下
々
の
者
が
立
ち
騒
い
だ
こ

と
に
つ
い
て
は
不
行
届
き
を
認
め
る
。

　

③ 

将
軍
の
会
釈
の
有
無
に
つ
い
て
は
事
前
に
打
ち
合
わ
せ
た
は
ず
で
あ
る（

66
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
将
軍
自
ら
「
百
僚
を
率
ひ
、
其
席
に
臨
ま
れ
た
」
の
は
、

貴
国
へ
の
「
恭
敬
の
顯
る
ゝ
所
」
で
あ
る
の
に（

67
）、

礼
を
失
し
た
と
捉
え
ら

れ
る
の
は
不
本
意
で
あ
る
。

　

④ 

（
今
般
の
服
装
が
長
袴
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
打
ち
合
わ
せ
の
際
に
伝
達
済

み
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
っ
た
ん
ハ
リ
ス
側
に
も
認
め
さ
せ
た
う
え
で
）
日
本
の

礼
式
は
専
ら
衣
服
の
格
を
基
準
と
す
る
こ
と
か
ら
、
他
の
諸
点
の
簡
易
化

も
あ
え
て
略
礼
を
重
ね
た
わ
け
で
は
な
く
、
被
り
物
の
有
無
を
含
め
て
こ

れ
に
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
虚
飾
を
排
し
、
懇
親
の
意
を

示
そ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
。

　

⑤ 

外
国
事
務
を
担
当
す
る
役
職
者
が
定
ま
っ
た
う
え
は
他
の
者
が
出
な
い
の

は
当
然
で
あ
る
。

　

⑥ 
大
礼
は
静
謐
を
旨
と
す
る
こ
と
か
ら
間
部
が
発
言
し
な
か
っ
た
こ
と
も
不

敬
に
は
当
た
る
ま
い
が
、
加
え
て
通
訳
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が

あ
る
と
思
わ
れ
、
指
摘
を
受
け
て
間
部
本
人
も
驚
い
て
い
る
。

寄
っ
て
立
ち
騒
ぐ
集
団
ま
で
あ
っ
た
こ
と
。

　

③ 
先
の
拝
謁
の
折
は
、
儀
式
の
終
わ
り
に
将
軍
が
一
揖
し
た
が
、
今
回
は
そ

れ
が
な
か
っ
た
こ
と
。

　

④ 

前
回
と
異
な
り
、
こ
の
た
び
は
城
中
の
参
列
者
が
適
切
な
礼
服
を
身
に
付

け
ず
、
と
り
わ
け
、
頭
上
に
被
り
物
を
用
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。

　

⑤ 

拝
謁
後
、
先
の
登
城
で
は
筆
頭
老
中
堀
田
正
睦
以
下
の
幕
閣
一
同
が
あ
ら

た
め
て
別
室
に
居
並
び
、
挨
拶
を
交
わ
し
た
の
に
対
し
、
今
回
は
同
様
の

場
面
に
お
い
て
二
名
の
老
中
が
出
席
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
。

　

⑥ 

そ
の
際
、
老
中
間
部
詮
勝
が
ひ
と
こ
と
口
を
き
い
た
の
み
で
、
そ
の
後
は

ハ
リ
ス
側
か
ら
の
機
嫌
伺
い
に
も
答
え
ず
、
甚
だ
し
く
不
遜
な
態
度
で

あ
っ
た
こ
と
。

　

こ
の
抗
議
に
対
し
て
幕
府
は
、
折
し
も
十
月
十
七
日
に
発
生
し
た
江
戸
城
本

丸
炎
上
と
い
う
事
態
を
挟
み
、
同
月
二
十
七
日
に
至
っ
て
ま
ず
老
中
か
ら
返
簡

を
差
し
出
し（

64
）、

さ
ら
に
ひ
と
月
後
の
十
一
月
二
十
七
日
、
江
戸
の
ア
メ
リ
カ
公

使
館
と
な
っ
て
い
る
善
福
寺
に
外
国
奉
行
が
ハ
リ
ス
を
訪
ね
、
会
談
を
持
つ
と

い
う
形
で（

65
）、

第
一
段
階
の
処
置
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
お
け
る
対
応
ぶ

り
を
右
の
六
点
に
合
わ
せ
て
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

① 

先
の
拝
礼
の
折
は
、
い
ま
だ
外
交
事
務
取
扱
の
職
掌
が
設
定
さ
れ
る
以
前

の
段
階
で
俄
か
に
礼
式
を
講
じ
た
た
め
、
と
り
あ
え
ず
下
田
奉
行
に
先
導
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な
い
と
い
っ
た
仕
方
が
適
切
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
う
し
た
外
交
官
ら
の

迎
接
が
ま
さ
に
「
特
礼
」
で
あ
っ
た
段
階
を
脱
し
、
両
国
間
の
交
際
が
す
で
に

常
態
で
あ
る
と
の
認
識
を
前
提
に
、
よ
り
日
常
的
な
レ
ベ
ル
で
処
理
し
て
い
く

と
の
方
針
が
、
き
わ
め
て
明
確
に
存
在
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
老
中
が
同
じ
書
簡
の
な
か
で
、「
惣
て
此
度
所
用

の
礼
典
は
、
去
午
年
、
魯
西
亞
使
節
、
新
條
約
爲
取
替
の
後
、
登
營
謁
見
せ
し

先
蹤
を
用
ひ
し
に
て
、
其
許
先
年
登
營
の
礼
節
と
ハ
聊
異
同
あ
る
と
い
へ
と
も
、

…
…
我
邦
礼
典
の
常
と
す
る
所（

73
）」

と
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
直
近
の
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
登
城
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
さ
ら
に
三

カ
月
前
の
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
例
に
準
じ
て
成
立
し
た
こ
と
は
再
度

説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
の
節
の
「
向
後
外
國
官
吏
等
參
府
之
規
則
」

を
確
立
す
る
と
の
意
識
は
、
今
回
ハ
リ
ス
の
登
城
に
あ
た
り
確
実
に
生
き
て
実

践
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
主
張
に
加
え
、
と
く
に
実
務
レ
ベ
ル
の
外
国
奉
行
ら
は
、
ハ
リ

ス
が
強
い
て
反
論
を
続
け
れ
ば
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
に
あ
た
っ
た
自
分
た
ち
に

累
が
及
ぶ
こ
と
を
述
べ
て
説
得
に
あ
た
り
、
今
回
不
満
の
点
は
引
き
続
き
話
し

合
い
の
う
え
、
今
後
の
拝
謁
機
会
に
調
整
す
る
こ
と
を
も
っ
て
決
着
を
図
ろ
う

と
す
る
。
が
、
ハ
リ
ス
は
納
得
せ
ず
、
先
年
の
方
式
に
則
っ
て
拝
謁
式
を
や
り

直
す
こ
と
を
要
求
、
け
っ
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
幕
府
側
は
そ
の
強
硬
な
主
張

に
折
れ
、
結
局
、
式
の
再
挙
行
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
時
期
は
炎
上
し
た
本
丸
の
再
建
成
っ
た
の
ち
と
し
、
当
面
の
引
き
延

　

こ
れ
ら
の
う
ち
⑤
に
つ
い
て
は
、
先
年
の
拝
謁
の
段
階
で
老
中
と
し
て
は
す

で
に
堀
田
正
睦
が
外
国
掛
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
右
の
説
明
は
通
じ

な
い
こ
と
、
ま
た
⑥
に
つ
い
て
は
、
間
部
の
不
遜
な
態
度
は
目
に
明
ら
か
で

あ
っ
て
言
い
訳
の
余
地
は
な
い
旨
、
即
刻
ハ
リ
ス
か
ら
反
論
を
受
け
て
い
る（

68
）。

⑤
の
場
面
に
関
し
て
は
、
記
録
に
残
さ
れ
た
当
日
の
式
次
第
に
は
よ
り
多
く
の

列
席
者
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら（

69
）、

実
際
、
そ
の
場
に
お
い
て
何
ら
か

の
理
由
に
よ
り
、
予
定
外
の
略
式
の
対
応
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

ハ
リ
ス
が
謁
見
の
二
日
後
に
本
国
に
書
き
送
っ
た
報
告
か
ら
は
、
彼
の
不
満
が

突
き
詰
め
る
と
こ
ろ
、
間
部
か
ら
受
け
た
侮
辱
一
点
に
帰
す
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
ら
れ（

70
）、

仮
に
双
方
の
間
に
多
少
の
意
図
の
す
れ
違

い
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
間
部
が
一
定
以
上
の
不
遜
な
態
度
を
と
っ
た
の
は
事
実

で
あ
ろ
う
と
の
想
像
が
成
り
立
つ
。
な
お
、
間
部
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る

ハ
リ
ス
・
外
国
奉
行
会
談
の
翌
日
、
病
気
を
理
由
に
外
国
掛
老
中
を
罷
免
さ
れ

て
い
る（

71
）。

　

さ
て
、
い
ま
こ
の
二
点
を
別
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
日
本
側
の
主
張
の
基

調
を
な
し
て
い
る
の
は
、
十
月
二
十
七
日
の
老
中
書
簡
に
見
え
る
、「
先
年
拜

礼
の
節
は
、
新
條
約
爲
取
替
以
前
に
て
、
…
…
初
て
來
る
外
賓
を
待
遇
す
る
特

礼
を
以
て
」
迎
え
た
が
、「
今
ハ
條
約
一
定
し
て
、
寛
優
の
貿
易
を
開
き
、
已

に
一
部
内
に
居
留
あ
り
て
、
互
の
交
情
日
々
に
厚
け
れ
ハ
、
徒
に
繁
褥
の
礼
文

を
用
て
、
虚
飾
を
施
す
を
要
せ
す
、
…
…
則
懇
篤
和
親
の
礼
典
に
據
り
し
な

り
」
と
の
考
え
方
で
あ
る（

72
）。

そ
れ
ゆ
え
登
城
道
中
の
人
混
み
を
十
分
に
制
御
し
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く（
77
）、

ハ
リ
ス
は
同
月
十
三
日
、
幕
府
側
と
の
別
件
に
関
す
る
会
談
の
席
で
そ
の

こ
と
に
言
及
し
、
今
後
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
拝
謁
を
申
し
入
れ
た
場
合
、
そ
れ
を

自
身
の
再
拝
謁
に
先
行
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
幕
府
は
こ

れ
を
受
け
入
れ
、
少
な
く
と
も
他
国
外
交
官
の
登
城
に
優
先
し
て
ハ
リ
ス
の
問

題
を
解
決
す
る
こ
と
を
約
し
た（

78
）。

　

そ
の
後
も
ハ
リ
ス
の
催
促
は
続
き
、
押
さ
れ
た
幕
府
が
つ
い
に
仮
城
で
の
迎

接
を
許
容
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
二
月
五
日
の
こ

と
で
あ
る
。
老
中
よ
り
の
書
簡
で
、
こ
の
場
合
に
は
か
え
っ
て
略
礼
と
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
こ
と
を
ハ
リ
ス
に
確
認
し
つ
つ
も
、
同
時
に
、「
今
般
之
式
は
、

以
後
の
通
例
た
る
へ
き
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い（

79
）。

ド
ン
ケ
ル

＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
な
ら
び
に
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
、
そ
し
て
ハ
リ
ス
の
第
二
回
迎
接

機
会
を
活
用
し
て
確
立
し
た
は
ず
の
「
向
後
外
國
官
吏
等
參
府
之
規
則
」
が
、

先
に
「
特
礼
」
レ
ベ
ル
の
儀
式
を
経
験
し
て
い
た
ハ
リ
ス
の
抗
議
に
遭
っ
て
再

考
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
ち
、
こ
れ
を
機
に
再
調
整
を
図
り
、
い
よ
い
よ
「
通

例
」
を
定
め
た
い
と
の
幕
府
の
意
思
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
ハ
リ
ス
か
ら
直
接
事
情
を
聞
い
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
そ
れ
を
追
い

越
し
て
拝
謁
を
急
ぐ
意
図
を
持
た
ず
、
ハ
リ
ス
が
順
当
に
再
拝
謁
を
済
ま
せ
る

の
を
待
つ
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
た
め（

80
）、

表
向
き
は
ハ
リ
ス
の
心
配
は
杞
憂
に
終

わ
っ
た
。
た
だ
し
、
ひ
と
え
に
ハ
リ
ス
へ
の
配
慮
か
ら
そ
の
問
題
解
決
を
待
つ

態
度
を
と
っ
て
い
た
か
に
見
え
る
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
の
ち
に
本
国
外
務
省
へ

送
っ
た
報
告
文
に
は
、
互
い
に
協
力
者
で
あ
る
と
と
も
に
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
る

ば
し
を
図
ろ
う
と
し
た（

74
）。

　

本
丸
炎
上
後
の
江
戸
城
で
は
、
将
軍
一
家
が
西
丸
で
の
仮
寓
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
の
は
言
わ
ず
も
が
な
、
恒
例
の
行
事
も
ほ
と
ん
ど
が
略
さ
れ
た
の
で
あ
っ

て（
75
）、

再
拝
謁
の
実
施
時
期
を
俄
か
に
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
の
は
、

単
に
ハ
リ
ス
の
み
に
対
す
る
方
便
で
は
な
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
が
、
ハ
リ

ス
は
こ
れ
を
も
許
容
し
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
式
の
簡
略
化
を
問
題
に
し
な
が

ら
、
本
格
的
な
設
え
を
待
っ
て
の
挙
行
よ
り
、
仮
城
で
の
早
期
実
施
を
求
め
た

背
景
に
は
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
不
名
誉
を
一
刻
も
早
く
払
拭
す
る
と
い
う
目

的
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
新
た
に
続
々
と
外
交
使
節
の
到
来
が

予
想
さ
れ
る
な
か
で
、
彼
ら
の
拝
謁
が
遠
か
ら
ず
日
程
に
上
る
の
は
確
実
で
あ

る
と
い
う
ハ
リ
ス
の
意
識
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
自
分
の
身
に
起

こ
っ
た
問
題
が
解
決
す
る
以
前
に
、
他
の
使
節
が
拝
謁
を
済
ま
せ
て
し
ま
う
よ

う
な
事
態
が
発
生
す
る
の
を
懸
念
し
、
そ
れ
を
避
け
る
よ
う
幕
府
に
対
し
明
示

的
に
釘
を
刺
し
て
も
い
る（

76
）。

　

と
り
わ
け
、
既
述
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
一
八
五
九

年
十
二
月
八
日
（
安
政
六
年
十
一
月
十
五
日
）
を
も
っ
て
本
国
で
公
使
に
任
命

さ
れ
、
明
け
て
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
に
入
る
と
す
ぐ
に
そ
の
知
ら
せ
が
日

本
に
到
達
、
彼
が
、
登
城
の
う
え
そ
の
旨
の
信
任
状
を
将
軍
に
奉
呈
す
る
こ
と

を
幕
府
に
要
望
す
る
の
が
確
実
と
な
っ
た
た
め
、
ハ
リ
ス
は
い
っ
そ
う
の
焦
燥

感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
昇
格
の
こ
と
を
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
自
身
が
幕
府
老
中
に
宛
て
て
通
知
し
た
万
延
元
年
正
月
三
十
日
よ
り
早
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年
の
ハ
リ
ス
の
初
め
て
の
拝
謁
の
際
に
採
用
し
た
「
直
垂
狩
衣
大
紋
布
衣
素

袍
」
と
い
う
武
家
の
式
服
を
指
す
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

　

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
ハ
リ
ス
初
登
城
の
際
の
格
式
と
、
そ
の
後
、
外
交
儀
礼

の
日
常
化
を
図
ろ
う
と
す
る
過
程
の
な
か
で
二
度
目
の
ハ
リ
ス
登
城
に
適
用
さ

れ
た
、
長
裃
の
着
用
を
基
調
と
す
る
格
式
と
の
、
二
つ
の
水
準
に
区
分
し
て
、

最
終
的
な
整
理
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
例
と
し
て
は
い
ず
れ
も
が

「
國
書
持
參
之
者
」
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
国
書
奉
呈
を
目
的
と
し
な
か
っ
た
ド

ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
と
き
の
半
袴
と
い
う
選
択
肢
は

消
え
て
い
る
。
実
際
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
も
は
や
国
書
の
有
無
は
議
論

し
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
登
城
が
「
初
て
」
か
否
か
の
み
に
着
目
し
よ
う
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

　

民
間
人
と
見
な
さ
れ
て
い
た
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
が
公
的
立
場
の
領
事

官
に
転
換
し
た
り
、
別
の
目
的
で
来
日
し
た
ロ
シ
ア
使
節
が
状
況
に
応
じ
て
新

た
な
条
約
を
取
り
結
ん
で
帰
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
は
、
欧
米
と
の
関
係
の
最

初
期
に
お
け
る
特
殊
な
事
態
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
い
っ
た
ん
各
国
と
の
外
交

関
係
が
日
常
化
し
て
し
ま
え
ば
、「
普
通
在
留
之
官
吏
」
が
お
い
そ
れ
と
将
軍

へ
の
拝
謁
を
求
め
る
も
の
で
も
な
い
―
―
駐
在
官
が
拝
謁
を
求
め
る
の
は
、
そ

も
そ
も
何
ら
か
の
趣
旨
に
よ
り
国
書
の
受
け
渡
し
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
儀
式
を
こ
そ
、「
特
礼
」
で
な
く
「
通
例
」
と
し
て
挙

行
で
き
る
よ
う
制
度
を
整
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
と
い
う
こ
と
が
、

幕
府
に
も
了
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ハ
リ
ス
を
向
こ
う
に
回
し
た
周
到
な
計
算
が
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
多
少
の
時

間
の
ロ
ス
を
厭
わ
な
け
れ
ば
、
日
本
側
に
も
ス
ト
レ
ス
を
与
え
て
い
る
は
ず
の

や
や
こ
し
い
交
渉
を
ハ
リ
ス
に
任
せ
、
自
ら
は
そ
の
果
実
を
得
る
だ
け
―
―
彼

が
受
け
た
と
い
う
不
敬
も
自
ず
と
回
避
で
き
る
う
え
に
、
自
ら
は
十
分
に
意
を

尽
く
し
た
設
定
で
初
登
城
に
臨
め
る
―
―
と
い
う
の
で
あ
る（

81
）。

ハ
リ
ス
の
「
謁

見
仕
直
し
」
に
向
け
た
幕
府
の
検
討
は
、
い
ま
や
、
ア
メ
リ
カ
、
ま
た
そ
の
他

の
各
国
へ
の
個
別
の
対
応
に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
第
に
こ
う
し
た
複
数
国
間
の
せ

め
ぎ
合
い
も
巻
き
込
み
な
が
ら
、「
以
後
の
通
例
」
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
進
ん

で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

四
、
ア
メ
リ
カ
公
使
ハ
リ
ス
の
三
た
び
登
城
・
将
軍
拝
謁

（
万
延
元
年
）
と
そ
の
後

（
一
）
ハ
リ
ス
か
ら
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
ベ
ル
ク
ー
ル
へ

　

来
た
る
べ
き
ハ
リ
ス
の
「
拝
謁
仕
直
し
」
に
向
け
、
ま
ず
は
当
日
の
着
服
に

つ
い
て
、
外
国
奉
行
が
検
討
結
果
を
老
中
に
上
申
し
た
の
が
、
万
延
元

（
一
八
六
〇
）
年
二
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
る（

82
）。

文
脈
か
ら
は
、
こ
れ
に
基

づ
い
て
ハ
リ
ス
と
話
し
合
う
こ
と
を
前
提
に
、
事
前
に
老
中
の
意
見
を
確
認
す

る
た
め
の
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
実
務
レ
ベ
ル
か
ら
の
提
案
で

は
、
ま
ず
、「
各
國
ミ
ニ
ス
ト
ル
拜
礼
之
節
、
初
て
之
節
は
官
服
、
二
度
目
よ

り
は
長
上
下
之
積
」
と
し
、「
年
始
并
國
書
持
參
等
之
儀
は
不
申
談
、
官
服
は

初
て
之
節
ニ
限
り
候
」と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
官
服
と
は
、安
政
四
（
一
八
五
七
）
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た
部
分
か
ら
は
、
後
任
者
来
着
の
折
は
長
上
下
に
て
「
和
親
之
御
取
扱
」
を
す

る
よ
う
、
老
中
か
ら
の
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
老
中
意
見
は
、
翌
年
以
降
、
実
際
に
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

外
交
儀
礼
に
際
し
て
必
ず
し
も
適
用
し
き
れ
ず
、
将
軍
拝
謁
儀
礼
の
格
式
は
そ

れ
よ
り
も
や
や
高
め
の
設
定
で
安
定
を
見
た
こ
と
が
記
録
か
ら
判
明
し
て
い
る（

83
）。

そ
の
詳
細
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、

い
ま
だ
各
国
の
駐
在
官
が
「
初
代
」、
も
し
く
は
初
代
以
前
の
一
時
的
な
使
節

を
わ
ず
か
数
カ
国
か
ら
迎
え
た
に
す
ぎ
な
い
段
階
に
お
い
て
、
こ
の
の
ち
公
使

が
交
代
を
重
ね
て
外
国
と
の
関
係
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
感
覚
を
、
当

時
の
幕
閣
、
幕
臣
ら
が
当
然
の
よ
う
に
持
っ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
お
き
た

い
。

　

幕
府
内
で
右
の
検
討
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
ハ
リ
ス
と
の
本
件
に
関
す
る
話
し

合
い
は
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
閏
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
実
質
的
な
進

展
を
見
た（

84
）。

そ
の
過
程
で
、ハ
リ
ス
が
あ
ら
た
め
て
、先
の
安
政
四
（
一
八
五
七
）

年
拝
謁
時
の
様
式
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
の
に
対
し
、
幕
府
側
は
、
そ
の
例
は

「
永
世
の
法
度
に
ハ
確
定
し
か
た
」
い
と
言
い
、「
猶
我
國
の
格
例
に
よ
り
て
參

考
講
定
し
…
…
永
世
不
易
の
禮
典
を
講
定
い
た
し
度
」
と
明
確
な
言
葉
で
返
答

し
て
い
る（

85
）。

前
節
で
見
た
六
つ
の
問
題
の
う
ち
、
若
干
言
い
が
か
り
的
な
応
酬

と
も
受
け
取
れ
る
最
後
の
二
つ
を
除
き
、
①
〜
④
の
各
項
に
沿
っ
て
整
理
す
れ

ば
、
こ
の
と
き
の
幕
府
と
し
て
の
対
応
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　

と
す
れ
ば
、「
普
通
在
留
之
官
吏
」
の
拝
謁
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
格
を
下
げ

た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
て
お
く
こ
と
に
は
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。

基
本
的
に
は
国
書
を
持
参
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
使
節
を
、
初
の
拝
謁

の
場
合
は
な
お
「
特
礼
」
に
近
い
形
で
盛
大
に
、
二
度
目
以
降
は
「
徒
に
繁
褥

の
礼
文
を
用
て
、
虚
飾
を
施
す
」
こ
と
を
せ
ず
、「
懇
篤
和
親
の
礼
典
に
據
」
っ

て
迎
接
す
る
。
こ
の
区
別
の
み
想
定
し
て
お
け
ば
、
相
手
方
に
も
礼
を
失
す
る

こ
と
な
く
、
か
つ
、
幕
府
と
し
て
も
持
続
可
能
な
態
勢
を
築
く
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
こ
の
た
び
の
外
国
奉
行
の
提
案
に
は
、
こ
の
よ
う
な
思
考
回
路
が
表

れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
「
初
て
」
と
す
る
の
が
国
単
位
で
の
初
め
て
か
、
人
単
位

で
の
初
め
て
か
、
と
い
う
点
が
、
こ
の
際
の
議
論
に
お
い
て
若
干
の
問
題
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
国
の
公
使
が
交
代
し
、
新
し
い
人
物
が
到
来
し
て
将
軍

に
謁
見
す
る
場
合
を
、「
初
て
」
と
見
な
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

上
申
を
行
っ
て
い
る
外
国
奉
行
は
、
こ
れ
を
「
初
て
」
と
し
て
官
服
を
用
い
る

の
が
適
当
と
す
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
一
連
の
国
々
と
国
交
開
始
の
の
ち
は
、

も
は
や
「
初
て
」
に
該
当
す
る
ケ
ー
ス
は
消
滅
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も

こ
の
問
題
は
い
わ
ゆ
る
「
開
国
」
期
に
特
有
の
論
点
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
公

使
交
代
ご
と
に
「
初
て
」
の
迎
接
式
を
行
う
と
い
う
選
択
肢
を
と
っ
た
外
国
奉

行
の
見
解
は
至
極
ま
っ
と
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
老
中
の
考
え
は
国
単
位

の
「
初
て
」、
ひ
い
て
は
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
儀
式
を
で
き
る
だ
け
簡
略
化

す
る
ほ
う
で
あ
っ
た
。
外
国
奉
行
の
上
申
書
に
あ
と
か
ら
書
き
込
み
が
な
さ
れ
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あ
ろ
う
。
ハ
リ
ス
は
な
お
、
城
ま
で
の
道
中
警
衛
を
よ
り
手
厚
く
す
る
こ
と
な

ど
を
求
め
、
応
酬
が
続
く
が
、
最
終
的
に
は
双
方
が
意
思
を
通
じ
、
か
つ
、
具

体
的
な
諸
側
面
に
つ
い
て
は
す
べ
て
幕
府
の
意
向
ど
お
り
と
言
え
る
形
で
、
つ

い
に
式
次
第
の
決
定
を
見
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
ハ
リ
ス
の
修
正
拝

謁
は
、
い
よ
い
よ
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
七
月
四
日
に
挙
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た（

88
）。

　

さ
て
、
こ
の
際
に
特
筆
す
べ
き
は
、
ハ
リ
ス
と
の
交
渉
決
着
を
見
る
や
、
幕

府
よ
り
た
だ
ち
に
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
、
ま
た
、
少
し
遅
れ
て
安

政
六
（
一
八
五
九
）
年
八
月
に
来
日
後
、
こ
ち
ら
も
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
準
じ
て

拝
謁
を
待
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
代
理
公
使
ド
＝
ベ
ル
ク
ー
ル
に
対
し
、「
大
君

に
謁
見
之
儀
、
兼
て
よ
り
被
申
聞
趣
あ
れ
と
も
、
一
體
之
式
法
未
タ
講
究
せ
さ

る
を
も
つ
て
、
心
な
ら
す
も
延
引
お
よ
ひ
し
に
、
近
々
亞
國
ミ
ニ
ス
ト
ル
謁
見

之
積
ニ
付
、
引
續
き
其
許
ニ
も
謁
見
之
禮
を
擧
ん
と
す
」
と
、
式
目
の
詳
細
を

付
し
て
積
極
的
に
登
城
を
促
し
た
こ
と
で
あ
る（

89
）。

両
人
は
そ
れ
ぞ
れ
何
ら
の
留

保
な
く
こ
の
式
目
を
受
け
入
れ（

90
）、

実
際
に
、
ハ
リ
ス
に
続
き
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

は
同
年
七
月
九
日
に
、
ド
＝
ベ
ル
ク
ー
ル
は
七
月
二
十
一
日
に
、「
初
て
」
の

登
城
・
将
軍
拝
謁
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た（

91
）。

　

ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
、
徳
川
幕
府
の
外
交
に
お
け
る
「
永
世
不
易
の
禮
典
」
が

成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

① 
居
所
か
ら
城
ま
で
、
使
節
に
は
外
国
奉
行
に
次
ぐ
位
階
の
役
人
が
同
伴
す

る
。

　

② 

通
行
の
道
々
で
は
、
登
城
の
行
列
を
横
切
る
等
の
行
為
を
禁
止
す
る
。

　

③ 

（
将
軍
の
会
釈
に
つ
い
て
は
言
及
な
し
。）

　

④ 

服
装
に
つ
い
て
は
右
に
解
説
し
た
と
お
り
（「
初
て
」
と
二
回
目
以
降
と
で

区
分
す
る
方
式
）。
な
お
、
ハ
リ
ス
自
身
は
す
で
に
二
度
の
登
城
経
験
が
あ

る
が
、「
今
度
は
禮
典
確
定
後
、
初
て
登
城
ニ
付（

86
）」、

列
席
者
は
官
服
を
用

い
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
今
回
限
り
の
扱
い
と
し
、
以
降
の

登
城
機
会
に
は
熨
斗
目
長
袴
を
着
用
す
る
。

　

④
の
服
装
に
つ
い
て
は
、
右
の
「
な
お
」
以
下
の
よ
う
に
、
半
ば
こ
じ
つ
け

と
も
と
れ
る
論
理
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い
て
、
こ
の
た
び
の
ハ
リ
ス
の
「
謁
見
仕
直

し
」
に
あ
た
っ
て
も
う
一
度
限
り
官
服
で
迎
え
る
配
慮
を
し
た
あ
と
が
う
か
が

え
る
。

　

こ
れ
ら
諸
点
に
加
え
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
時
の
ハ
リ
ス
、
翌
年
の
ド

ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
拝
謁
を
通
し
て
確
立
さ
れ
た
、

大
広
間
畳
上
で
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
は
変
更
が
な
い
こ
と
が
再
度
確
認
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
他
、
安
政
四
年
の
式
次
第
設
定
の
際
、
最
も
大
き
な
論
点
の
一

つ
と
な
っ
た
も
の
の
、
以
降
は
と
く
に
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
登

城
の
際
の
使
節
の
下
乗
場
所
が
あ
ら
た
め
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は（

87
）、

今
回
の

拝
謁
が
本
丸
で
な
く
西
丸
で
行
わ
れ
る
た
め
、
確
認
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
で
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し
て
安
定
さ
せ
、
持
続
可
能
な
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
思
が
、
こ
こ
に

表
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る（

92
）。

　

ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
拝
謁
準
備
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
る
こ
の
方

向
性
は
、
む
ろ
ん
、
そ
こ
か
ら
突
如
と
し
て
始
ま
る
と
い
う
よ
り
も
、
初
発
の

事
例
と
し
て
朝
鮮
通
信
使
迎
接
儀
礼
に
基
本
的
な
範
を
と
っ
た
安
政
四

（
一
八
五
七
）
年
の
ハ
リ
ス
登
城
、
そ
こ
に
至
る
前
年
か
ら
の
長
い
議
論
を
ベ
ー

ス
に
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
安
政
三
年
か
ら
万
延
元

（
一
八
六
〇
）
年
に
至
る
五
年
間
、
い
わ
ば
「
幕
末
前
期
」
と
呼
び
う
る
時
期
に
、

こ
こ
で
見
て
き
た
七
つ
の
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
通
じ
、
ひ
と
え
に
現
実
に
対
処

す
る
な
か
で
当
時
の
幕
府
が
獲
得
し
た
ス
タ
ン
ス
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
む
ろ
ん
一
面
に
お
い
て
必
死
の
努
力
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
た
と
え

ば
二
度
目
の
ハ
リ
ス
登
城
か
ら
そ
の
や
り
直
し
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
典
型
的

に
表
れ
る
よ
う
に
、
押
さ
れ
て
も
押
さ
れ
て
も
、「
猶
我
國
の
格
例
に
よ
り
て

參
考
講
定
し
…
…
永
世
不
易
の
禮
典
を
講
定
い
た
し
度
」
と
言
い
切
る
自
信
と
、

為
政
者
と
し
て
の
覚
悟
に
裏
打
ち
さ
れ
た
行
動
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

他
方
、
こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
頑
な
に
「
我
國
の
格
例
に
よ
り

て
」
殿
中
儀
礼
秩
序
の
一
部
に
取
り
込
ん
だ
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
新
た

な
儀
礼
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
対
外
関
係
の
水
際
に
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
構
築
す
る
に

は
相
手
側
と
の
最
低
限
の
合
意
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
ハ
リ
ス
が
列
席
者
の
服
装
を
批
判
し
た
場
合
の
よ
う
に
、

幕
府
が
と
ろ
う
と
す
る
方
式
に
対
し
て
相
手
側
か
ら
の
注
文
が
発
生
す
る
と
い

（
二
）
幕
末
外
交
儀
礼
の
完
成
と
、
今
後
の
課
題
―
―
結
び
に
か
え
て

　

右
に
見
て
き
た
の
は
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
十
月
二
十
一
日
に
挙
行
さ

れ
た
初
代
駐
日
ア
メ
リ
カ
総
領
事
タ
ウ
ン
セ
ン
ド
・
ハ
リ
ス
の
登
城
に
端
を
発

す
る
、
欧
米
諸
国
か
ら
日
本
に
到
来
し
た
最
初
期
の
外
交
官
に
よ
る
一
連
の
将

軍
拝
謁
儀
礼
の
経
過
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
徳
川
幕
府
が
要
求
さ
れ
た
準
備
、

検
討
の
実
態
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
展
開
の
な
か
で
二
つ
目
の
事
例
に
あ

た
る
オ
ラ
ン
ダ
領
事
官
ド
ン
ケ
ル
＝
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
以
降
の
ケ
ー
ス
を
、
こ
う

し
て
連
続
的
に
紐
解
い
て
み
る
と
、「
向
後
外
國
官
吏
等
參
府
之
規
則
」「
我
邦

礼
典
の
常
と
す
る
所
」「
以
後
の
通
例
」「
永
世
不
易
の
禮
典
」
と
、
そ
の
と
き

ど
き
に
使
わ
れ
た
表
現
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
も
、
当
時
の
幕
府
が
あ
る
一
定

の
方
向
に
向
か
っ
て
努
力
を
重
ね
た
こ
と
が
手
に
取
る
よ
う
に
浮
か
び
上
が
る
。

　

あ
ら
た
め
て
の
説
明
も
要
す
ま
い
が
、
こ
こ
で
幕
府
が
め
ざ
し
た
の
は
、
従

来
国
交
の
な
か
っ
た
欧
米
諸
国
か
ら
次
々
と
外
交
官
が
到
着
す
る
事
態
に
あ
っ

て
、
将
軍
が
そ
の
居
城
に
お
い
て
彼
ら
を
引
見
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
交
関
係

の
開
始
を
認
証
す
る
と
い
う
象
徴
的
行
為
を
、
幕
府
の
側
で
で
き
る
か
ぎ
り
特

別
視
せ
ず
、
そ
も
そ
も
数
々
の
殿
中
儀
礼
を
軸
に
成
立
し
て
き
た
と
言
え
る
政

権
の
枠
組
み
の
な
か
に
取
り
込
み
、
平
常
の
準
備
の
範
囲
で
彼
ら
に
対
し
う
る

態
勢
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
儀
礼
を
窓
口
に
、
よ
り
広

義
の
解
釈
を
す
れ
ば
、「
外
国
奉
行
」
を
設
置
す
る
と
い
う
発
想
が
同
時
期
に

生
ま
れ
、
実
現
し
た
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
、
対
外
関
係
業
務
そ
の
も
の
を
、
も

は
や
特
例
的
な
対
応
を
要
求
さ
れ
る
業
務
で
は
な
く
、
幕
府
の
一
所
掌
領
域
と
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と
こ
ろ
、
そ
の
積
み
重
ね
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
持
続
可
能
な
外

交
態
勢
を
打
ち
立
て
る
と
い
う
、
政
策
現
場
に
お
け
る
不
可
避
の
要
請
を
背

負
っ
た
幕
臣
た
ち
は
、
そ
れ
を
理
論
と
し
て
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
に

形
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ
る
、
い
わ
ば
現
場
的

教
養
の
な
か
に
こ
そ
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
「
近
代
化
」
の
芽

が
胚
胎
す
る
と
は
言
え
ま
い
か（

95
）。

　

さ
て
、
本
節
前
項
ま
で
に
取
り
上
げ
た
時
期
の
の
ち
、
徳
川
政
権
が
終
焉
に

至
る
ま
で
の
間
に
、
欧
米
諸
国
の
外
交
官
が
登
城
し
、
将
軍
に
拝
謁
し
た
ケ
ー

ス
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る（

96
）。

　

・ 

文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
二
月
二
十
三
日
、
ア
メ
リ
カ
公
使
ハ
リ
ス
（
遣

米
使
節
関
連
大
統
領
書
簡
の
奉
呈
）。

　

・ 

同
年
十
一
月
五
日
、
ア
メ
リ
カ
公
使
ハ
リ
ス
（
開
港
開
市
関
連
大
統
領
書

簡
の
奉
呈
）。

　
（
・ 

文
久
二
年
二
月
二
十
日
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
休
暇
帰
国
に

つ
き
、
代
理
公
使
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
伴
っ
て
の
登
城
が
決
定
し
て

い
た
が
中
止
。）

　

・
文
久
二
年
三
月
二
十
八
日
、
ア
メ
リ
カ
公
使
ハ
リ
ス
（
帰
国
挨
拶
）。

　

・
同
年
四
月
十
九
日
、
ア
メ
リ
カ
公
使
プ
リ
ュ
イ
ン
（
着
任
挨
拶
）。

　

・
同
年
五
月
二
十
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
ド
＝
ベ
ル
ク
ー
ル
（
公
使
昇
任
）。

　

・ 

同
年
閏
八
月
九
日
、
ロ
シ
ア
領
事
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
（
江
戸
参
府
、
ロ
シ
ア

う
意
味
合
い
だ
け
で
な
く
、
幕
府
の
実
務
担
当
者
ら
は
、
本
稿
に
登
場
し
た
永

井
尚
志
の
ケ
ー
ス
で
も
見
た
と
お
り
、
こ
の
機
に
西
洋
式
の
儀
礼
に
つ
い
て
で

き
る
だ
け
学
び
、
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
か
な
り
柔
軟
に
そ
れ
を
取
り
入
れ
も

し
た
の
で
あ
る（

93
）。

こ
こ
で
考
案
さ
れ
た
儀
礼
様
式
は
、
徳
川
幕
府
殿
中
儀
礼
の

伝
統
に
則
り
、
そ
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
多

分
に
異
文
化
的
要
素
を
含
み
、
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
は
自
ず
と
、
幕
府
と
し

て
の
文
化
的
経
験
の
枠
を
広
げ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
連
の
経
緯
に
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
、
ア

メ
リ
カ
に
始
ま
り
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
、

国
制
も
国
情
も
異
な
る
国
々
を
、
何
ら
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
な
く
そ
れ
ぞ
れ

一
国
と
し
て
扱
い
、
相
対
し
て
い
く
と
い
う
、
近
代
的
と
い
う
言
葉
で
評
し
て

も
よ
い
幕
府
の
態
度
が
表
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
徳
川
時
代
の
主

要
な
知
的
傾
向
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
華
夷
思
想
に
基
づ
い
た
東
ア

ジ
ア
的
国
際
秩
序
観
と
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り（

94
）、

政
権
の
実

際
の
外
交
業
務
が
そ
こ
か
ら
飛
躍
し
て
い
る
こ
と
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
か
、

思
想
史
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
、
い
ま
一
歩
の
考
察
も
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

た
だ
し
筆
者
は
、
外
交
実
務
の
最
前
線
に
置
か
れ
た
幕
臣
た
ち
の
一
挙
手
一

投
足
を
、
い
っ
さ
い
の
先
入
観
を
持
た
ず
に
史
料
か
ら
蘇
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
学
問
の
場
に
お
け
る
思
想
史
的
枠
組
み
の
な
か
で
む
し
ろ
見
落
と
さ
れ
て

き
た
、
現
場
の
担
当
者
た
ち
の
認
識
と
具
体
的
な
行
動
を
た
ど
り
直
し
て
い
く

こ
と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
一
国
の
外
交
行
動
と
は
行
き
つ
く
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く
分
け
て
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
閏
八
月
九
日
の
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
登
城
・

拝
謁
ま
で
の
六
件
は
、
幕
府
の
外
交
儀
礼
運
営
が
文
字
ど
お
り
安
定
飛
行
に

入
っ
た
時
期
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
服
装
は
、
本
稿
で
見
た
最
後
の

段
階
に
お
け
る
幕
府
側
の
希
望
―
―
「
二
回
目
以
降
は
長
袴
」
と
の
設
定
よ
り

高
め
に
収
ま
り
、
結
局
は
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
の
ハ
リ
ス
、
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
、
ド
＝
ベ
ル
ク
ー
ル
の
拝
謁
式
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
官
服
が
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
証
し
た
い
と
考
え
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
万
延
元
年
以
降
、
外
交
儀
礼
の
様
式
が
い
っ
た
ん
、

た
し
か
に
固
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
完
成
し
、
も
は
や
個
々
の
式
に
あ
た
っ
て
議

論
を
要
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
外
交
代
表
を
江

戸
城
に
迎
え
て
行
う
儀
礼
は
、
五
年
に
わ
た
る
試
行
錯
誤
を
経
て
、
こ
の
時
期
、

徳
川
幕
府
が
挙
行
す
る
各
種
殿
中
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
定
着
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
短
期
間
で
途
絶
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）

年
か
ら
、
将
軍
家
茂
の
上
洛
が
繰
り
返
さ
れ
、
つ
ま
り
は
主
人
が
江
戸
城
を
留

守
に
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
、
外
交
官
の
み
な
ら
ず
、
従
来
か
ら
の
大
名
、

幕
臣
の
御
目
見
を
含
め
、
登
城
・
拝
謁
儀
礼
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
く
な
っ

た
た
め
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
空
白
を
挟
ん
だ
の
ち
、
最
幕
末
期
、

慶
応
三
（
一
八
六
七
、一
八
六
八
）
年
の
二
つ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
様
相
は
一

変
、
こ
れ
ら
は
第
十
五
代
将
軍
慶
喜
が
滞
留
中
の
大
坂
城
で
各
国
公
使
を
西
洋

式
に
引
見
し
た
場
面
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

し
か
し
一
方
、
こ
れ
ら
徳
川
将
軍
に
よ
る
最
後
の
外
交
儀
礼
の
内
実
は
、
実

軍
艦
対
馬
退
去（

97
））。

　

・ 
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
三
月
二
十
八
日
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
、

オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
フ
ァ
ン
＝
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
ロ
ッ

シ
ュ
（
新
将
軍
慶
喜
が
大
坂
城
に
て
公
式
に
引
見
）。

　

・ 

慶
応
三
（
一
八
六
八
）
年
十
二
月
十
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
、

オ
ラ
ン
ダ
総
領
事
フ
ァ
ン
＝
ポ
ル
ス
ブ
ル
ッ
ク
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
ロ
ッ

シ
ュ
、
イ
タ
リ
ア
公
使
ラ
＝
ト
ゥ
ー
ル
、
プ
ロ
シ
ア
代
理
公
使
フ
ォ
ン
＝

ブ
ラ
ン
ト
、
ア
メ
リ
カ
公
使
ヴ
ァ
ン
＝
ヴ
ァ
ル
ケ
ン
バ
ー
グ
（
慶
喜
が
大

坂
城
に
て
公
式
に
引
見
）。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
筆
者
の
研
究
は
ま
だ
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
の
対
象
と

し
て
き
た
諸
儀
礼
、
ま
た
、
繰
り
返
し
言
及
し
た
よ
う
に
、
そ
の
起
点
と
し
て

過
去
に
集
中
的
な
分
析
を
行
っ
た
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
の
ハ
リ
ス
初
登

城
に
関
す
る
よ
う
な
、
詳
細
な
レ
ベ
ル
に
は
遠
く
及
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
で
も

本
稿
の
末
尾
に
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
を
掲
げ
て
お
こ
う
と
す
る
の
は
、
自
ら
に
次

の
課
題
を
突
き
付
け
る
意
味
も
む
ろ
ん
あ
る
が
、
こ
れ
ら
、
あ
と
に
引
き
続
く

事
例
の
存
在
に
よ
っ
て
こ
そ
、
こ
こ
で
見
て
き
た
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
ま

で
の
幕
府
に
お
け
る
外
交
儀
礼
の
検
討
に
、
生
き
た
意
味
の
あ
っ
た
こ
と
を
知

り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
後
続
儀
礼
の
内
容
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
今
後
の
研
究
課
題
と
す
べ

き
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
中
途
半
端
な
描
写
を
試
み
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
大
き
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閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
五
三
五
〜
五
六
四
頁
）
で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返

さ
な
い
。

（
2
）　

沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
編
『
琉
球
使
節
、
江
戸
へ
行
く
！

―
琉
球
慶
賀
使
・

謝
恩
使
一
行
二
、〇
〇
〇
キ
ロ
の
旅
絵
巻
』
同
館
、
二
〇
〇
九
年
、
四
五
頁
。

（
3
）　

国
書
刊
行
会
編
『
通
航
一
覧 

第
六
』
同
会
、
一
九
一
三
年
、
一
九
八
〜
一
九
九
頁
。

（
4
）　

た
と
え
ば
、
箭
内
健
次
編
『
通
航
一
覽 

續
輯 

第
二
卷
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
六
八
年
、

二
八
九
〜
二
九
一
頁
参
照
。
比
較
の
対
象
と
し
て
、
東
京
帝
國
大
學
編
『
大
日
本
古
文

書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
十
六
』
同
大
文
學
部
史
料
編
纂
掛
、
一
九
二
三
年
、
五
二
九

〜
五
三
二
頁
な
ど
。

（
5
）　
「
外
交
」
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
本
稿
の
範
囲
を
超
え
る

が
、
筆
者
の
基
本
的
理
解
は
、
い
ま
な
お
当
該
問
題
に
つ
い
て
の
基
本
的
文
献
と
言
う

べ
き
、
ハ
ロ
ル
ド
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
『
外
交
』（
斎
藤
真
・
深
谷
満
雄
訳
、
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
六
八
年
）
を
踏
ま
え
て
い
る
。「
外
交
と
は
、
交
渉
に
よ
る
国
際
関
係
の
処
理

で
あ
り
、
大
公
使
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
関
係
が
調
整
さ
れ
処
理
さ
れ
る
方
法
で
あ
り
、

外
交
官
の
職
務
あ
る
い
は
技
術
で
あ
る
」
と
す
る
同
書
の
見
解
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝

統
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
が
、
そ
の
伝
統
と
の
接
触
を
開
始

し
、
自
ら
の
伝
統
を
そ
れ
と
接
続
し
て
い
こ
う
と
し
た
幕
府
の
政
策
行
動
を
見
る
う
え

で
、
こ
の
定
義
を
参
照
軸
と
す
る
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
人

間
と
し
て
の
個
々
の
外
交
官
や
彼
ら
が
執
行
す
る
儀
礼
の
場
面
を
重
視
し
、
文
化
の
面

か
ら
外
交
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
筆
者
の
立
場
と
共
通
す
る
点
を
持
っ
た
近
年
の
研
究

成
果
と
し
て
、
以
下
の
二
冊
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。M

össlang, M
arkus, and Riotte, 

T
orsten, Eds., T

he D
iplom

ats ’ W
orld: A

 C
ultural H

istory of D
iplom

acy, 

1815-1914, O
xford: O

xford U
niversity Press, 2008; A

uslin, M
ichael R., 

N
egotiating w

ith Im
perialism

: T
he U

nequal T
reaties and the C

ulture of 

Japanese D
iplom

acy, Cam
bridge

（M
assachusetts

）and London: H
arvard 

U
niversity Press, 2004.

（
6
）　

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
概
要
を
既
出
の
拙
論
「
幕
末
の
対
欧
米
外
交
を
準
備
し
た

の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
拝
謁
が
「
全
く
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
流
儀
に
よ
っ
て（

98
）」

行
わ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
、
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

側
の
関
係
者
に
そ
う
理
解
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
日
本
側
の
列

席
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
礼
服
を
着
用
し
て
い
た
は
ず
も
な
い
こ
れ
ら
の
儀
式

を
、
い
ず
れ
の
基
準
に
よ
っ
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
流
儀
」
に
よ
る
も
の
と
判
定

し
え
た
の
か
と
い
っ
た
論
点
も
、
今
後
、
熟
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

明
治
新
政
府
が
成
立
し
、
ほ
ど
な
く
機
能
と
し
て
は
こ
れ
を
引
き
継
い
で
い
く

こ
と
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ミ
カ
ド
の
外
交
儀
礼
」
へ
の
道
程
で（

99
）、

何
が
連
続

し
、
何
が
断
絶
し
た
の
か
、
―
―
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
に
徳
川
幕
府
が
具

体
的
に
着
手
し
た
、
外
交
儀
礼
を
め
ぐ
る
検
討
の
跡
は
、
最
終
的
に
は
こ
こ
ま

で
の
十
三
年
間
を
見
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。

注（
1
）　

将
軍
拝
謁
を
含
め
、
近
世
の
武
家
儀
礼
一
般
に
つ
い
て
は
、
深
井
雅
海
、
平
井
聖
、

二
木
謙
一
、
大
友
一
雄
、
ま
た
、
渡
辺
浩
な
ど
に
よ
る
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
が
、
こ

れ
ま
で
、
日
本
の
儀
礼
研
究
に
お
い
て
、
国
際
関
係
と
の
つ
な
が
り
は
実
質
的
に
は
ほ

と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
の
隣
接
諸
領
域
に
お
け
る
先

行
研
究
と
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
筆
者
の
問
題
意
識
の
異
同
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
は
、

本
稿
の
前
提
を
な
す
既
出
の
拙
論
「
引
き
継
が
れ
た
外
交
儀
礼
―
―
朝
鮮
通
信
使
か
ら

米
国
総
領
事
へ
」（
笠
谷
和
比
古
編
『
一
八
世
紀
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
』
思
文
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二
〇
〇
九
年
、
九
四
一
頁
、
お
よ
び
、
武
内
誠
編
『
徳
川
幕
府
事
典
』
東
京
堂
出
版
、

八
六
〜
八
七
頁
が
参
考
に
な
る
。

（
23
）　

前
掲
（
13
）、
五
八
〇
〜
五
九
二
頁
、
五
九
九
〜
六
〇
四
頁
、
六
二
〇
〜
六
二
五
頁
、

六
四
一
〜
六
四
六
頁
、
六
五
七
〜
六
六
八
頁
、
六
八
〇
〜
六
八
六
頁
参
照
。

（
24
）　

前
掲
（
13
）、
六
八
五
頁
。

（
25
）　

同
右
。

（
26
）　

前
掲
（
13
）、
七
八
七
頁
。
な
お
、
先
の
ハ
リ
ス
の
登
城
時
に
は
こ
こ
を
通
過
点
と
し

て
さ
ら
に
計
五
畳
分
将
軍
に
近
づ
き
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
名
代
と
し
て
拝
謁
、
口
上
を

述
べ
た
（
詳
し
く
は
前
掲
（
1
）、
五
四
三
頁
）。

（
27
）　

前
掲
（
13
）、
六
八
四
頁
。

（
28
）　

黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
第
五
十
巻 

続
徳
川
実
紀 

第
三
篇
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
六
年
、
四
八
四
頁
。

（
29
）　

前
掲
（
13
）、
七
八
五
頁
。

（
30
）　

市
岡
正
一
『
徳
川
盛
世
録
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
、
二
六
八
〜
二
七
一
頁
参
照
。

ま
た
、
尾
張
德
川
黎
明
會
編
『
德
川
禮
典
録 

上
巻
』（
同
會
、
一
九
四
二
年
）
に
よ
っ
て
、

毎
回
の
「
月
次
御
禮
」
の
際
に
城
中
の
服
装
が
半
袴
（
麻
上
下
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
確

認
で
き
る
。

（
31
）　

ハ
リ
ス
迎
接
の
際
の
装
束
を
め
ぐ
る
検
討
の
経
緯
な
ら
び
に
当
日
の
実
際
に
つ
い
て

は
、
前
掲
（
1
）、
五
四
九
〜
五
五
三
頁
。

（
32
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
二
十
』
東
京
帝
國
大
學
文
學
部
史
料
編
纂

所
、
一
九
三
〇
年
、
三
四
六
〜
三
四
七
頁
。

（
33
）　

前
掲
（
32
）、
三
四
七
〜
三
四
九
頁
。

（
34
）　

前
掲
（
32
）、
三
五
〇
〜
三
五
一
頁
。

（
35
）　

前
掲
（
32
）、
四
六
六
〜
四
六
八
頁
。

（
36
）　

前
掲
（
32
）、
四
九
七
〜
五
〇
五
頁
。

（
37
）　

前
掲
（
32
）、
五
〇
七
頁
。

（
38
）　

前
掲
（
28
）、
五
一
〇
〜
五
一
一
頁
。

朝
鮮
通
信
使
―
―
各
国
外
交
官
に
よ
る
江
戸
行
の
問
題
を
中
心
に
」（
劉
建
輝
編
『
前
近

代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
三
国
の
文
化
交
流
と
表
象
―
―
朝
鮮
通
信
使
と
燕
行
使
を
中
心

に
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
〇
〜
二
一
〇
頁
）
で
述
べ

た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
そ
の
前
後
の
時
期
に
わ
た
る
幕
末
の
外
交
儀
礼
成

立
過
程
の
な
か
に
置
き
、
あ
ら
た
め
て
分
析
を
加
え
て
み
た
い
。

（
7
）　
『
大
日
本
古
文
書 
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
十
七
』
一
九
二
四
年
、四
六
四
〜
四
六
六
頁
。

（
8
）　

拙
論
「
幕
臣
筒
井
政
憲
に
お
け
る
徳
川
の
外
交
―
―
米
国
総
領
事
出
府
問
題
へ
の
対

応
を
中
心
に
」『
日
本
研
究
』
第
三
十
九
集
、
二
〇
〇
九
年
、
四
五
頁
参
照
。

（
9
）　

前
掲
（
6
）、
二
〇
〇
頁
参
照
。

（
10
）　

維
新
史
学
会
編
『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集
成 

第
一
巻
』
財
政
経
済
学
会
、
一
九
四
二

年
、
二
五
〜
二
八
頁
。『
大
日
本
古
文
書 
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
十
九
』
一
九
二
八
年
、

四
五
三
頁
。

（
11
）　

前
掲
（
6
）、
二
〇
二
〜
二
〇
三
頁
参
照
。

（
12
）　

前
掲
（
6
）、
二
〇
〇
頁
。

（
13
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
十
九
』
二
二
〜
四
八
頁
。

（
14
）　

前
掲
（
13
）、
七
八
五
頁
。

（
15
）　

前
掲
（
13
）、
四
五
一
〜
四
六
〇
頁
、
五
三
二
〜
五
三
三
頁
。

（
16
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
十
六
』
六
六
三
〜
六
六
四
頁
。

（
17
）　

前
掲
（
13
）、
三
九
〇
頁
、
四
五
一
〜
四
五
八
頁
。

（
18
）　

前
掲
（
13
）、
五
九
三
〜
五
九
四
頁
な
ど
。

（
19
）　

前
提
と
な
る
ハ
リ
ス
の
式
次
第
を
描
写
す
る
に
は
相
当
の
紙
数
を
要
し
、
ま
た
す
で

に
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
省
略
し
、
ハ
リ
ス
の
迎
接
式
を
ベ
ー

ス
と
し
た
そ
れ
以
降
の
展
開
に
お
け
る
主
要
な
論
点
の
み
を
取
り
上
げ
る
。
ハ
リ
ス
の

式
次
第
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
1
）
記
載
の
拙
論
を
参
照
あ
り
た
い
。

（
20
）　

前
掲
（
13
）、
四
五
七
頁
。

（
21
）　

そ
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
1
）、
五
五
五
〜
五
五
六
頁
参
照
。

（
22
）　

月
次
御
礼
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
大
石
学
編
『
江
戸
幕
府
大
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
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な
っ
た
長
崎
で
も
二
人
の
滞
在
期
間
が
重
な
っ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

（
55
）　

前
掲
（
54
）、T

o Consul General A
lcock

（FO
 46/2

）, 1 M
ar. 1859.

（
56
）　

前
掲
（
52
）、
三
八
三
〜
三
八
七
頁
、
ま
た
、
四
二
七
〜
四
二
九
頁
参
照
。

（
57
）　

前
掲
（
54
）、T

o Consul General A
lcock

（FO
 46/2

）, 8 D
ec. 1859.

（
58
）　

前
掲
（
52
）、
四
二
九
頁
。

（
59
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
二
十
八
』
一
九
五
八
年
、九
九
〜
一
三
六
頁
。

（
60
）　

前
掲
（
59
）、
七
九
頁
。

（
61
）　

前
掲
（
59
）、
八
二
〜
八
三
頁
。

（
62
）　

前
掲
（
7
）、
二
六
五
〜
二
六
六
頁
。
こ
の
際
の
将
軍
御
召
服
を
め
ぐ
る
検
討
過
程
は
、

当
時
の
幕
府
に
お
け
る
対
外
認
識
と
、
文
化
史
の
角
度
か
ら
見
た
徳
川
期
の
よ
り
広
範

な
儀
礼
の
問
題
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
論
点
を
多
く
含
ん

で
い
る
。
さ
ら
に
詳
細
を
考
究
の
う
え
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
63
）　Private Letter Book of T

ow
nsend H

arris

（
横
浜
開
港
資
料
館Ca4/04.2

）, 

V
ol. 4, N

o. 256. 

前
掲
（
59
）、
一
八
四
頁
。

（
64
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
二
十
九
』
一
九
五
九
年
、
一
八
〜
二
二
頁
。

（
65
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
三
十
』
一
九
六
〇
年
、三
二
二
〜
三
三
六
頁
。

（
66
）　

こ
の
際
の
打
ち
合
わ
せ
の
記
録
は
未
見
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
後
の
言
及
に
よ
り
、

登
城
日
の
直
前
に
ハ
リ
ス
と
外
国
奉
行
と
の
間
で
あ
る
程
度
、
式
次
第
の
確
認
が
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
67
）　

前
掲
（
64
）、
二
〇
頁
。

（
68
）　

前
掲
（
65
）、
三
二
七
〜
三
二
八
頁
。

（
69
）　

前
掲
（
59
）、
一
三
二
〜
一
三
三
頁
。

（
70
）　

前
掲
（
49
）、7 N

ov. 1859, H
arris.

（
71
）　

前
掲
（
65
）、
三
八
七
頁
。

（
72
）　

前
掲
（
64
）、
二
〇
頁
。

（
73
）　

前
掲
（
64
）、
二
一
頁
。

（
74
）　
『
大
日
本
古
文
書 
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
三
十
一
』
東
京
大
學
、
一
九
六
一
年
、

（
39
）　

前
掲
（
32
）、
六
七
六
頁
。

（
40
）　

前
掲
（
32
）、
七
六
九
〜
七
七
五
頁
。

（
41
）　

前
掲
（
28
）、
五
〇
七
〜
五
六
六
頁
参
照
。

（
42
）　

前
掲
（
32
）、
六
七
八
〜
六
七
九
頁
。

（
43
）　

前
掲
（
32
）、
六
九
九
〜
七
〇
〇
頁
。

（
44
）　

前
掲
（
32
）、
七
〇
九
〜
七
一
一
頁
。

（
45
）　

前
掲
（
32
）、
七
七
一
〜
七
七
五
頁
参
照
。

（
46
）　

前
掲
（
32
）、
七
七
四
頁
。

（
47
）　G

eneral R
ecords of the D

epartm
ent of State

（U
.S.

）, D
iplom

atic 

D
espatches: Japan

（R
.G

.59, N
.A

.133
）, D

espatches from
 U

.S. M
inisters to 

Japan, 1 Sep. 1858, H
arris. 

ま
た
、Correspondence R

elative to the E
arl of 

E
lgin ’s Special M

issions to China and Japan, 1857-1859: Presented to the 

H
ouse of Com

m
ons by Com

m
and of H

er M
ajesty, in Pursuance of T

heir 

A
ddress D

ated July 15, 1859, R
eprinted by, San F

rancisco: C
hinese 

M
aterials Center, 1975, p. 373.

（
48
）　

前
掲
（
28
）、
五
二
五
〜
五
二
六
頁
、
五
五
八
〜
五
六
六
頁
。

（
49
）　G

eneral R
ecords of the D

epartm
ent of State

（U
.S.

）, D
iplom

atic 

D
espatches: Japan

（R
.G

.59, N
.A

.133

）, D
espatches from

 U
.S. M

inisters to 

Japan, 31 M
ay 1859, H

arris.

（
50
）　

前
掲
（
49
）、31 Jul. 1858, H

arris.

（
51
）　

前
掲
（
49
）、26 A

pr. 1859, H
arris.

（
52
）　

東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
二
十
三
』
東
京

大
學
出
版
會
、
一
九
五
二
年
、
三
二
二
〜
三
二
五
頁
。

（
53
）　

前
掲
（
49
）、29 Jun. 1859, H

arris.

（
英
文
文
書
の
日
本
語
訳
は
筆
者
の
責
に
よ
る
。）

（
54
）　Foreign O

ffice

（U
.K

.

）: P
olitical and O

ther D
epartm

ents: G
eneral 

C
orrespondence before 1906, Japan, From

 Consul General A
lcock

（FO
 

46/3

）, 29 M
ay 1859. 

な
お
、
そ
の
後
の
航
程
を
追
う
と
、
日
本
で
最
初
の
寄
港
地
と
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（
92
）　

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
も
用
い
た
「
持
続
可
能
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
二
十
世
紀

後
半
に
お
け
る
環
境
問
題
、
資
源
問
題
に
関
連
し
て
登
場
し
、
今
日
、
開
発
を
め
ぐ
る

議
論
の
な
か
で
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
概
念
を
比
喩
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。（
と

く
に
発
展
途
上
国
に
お
け
る
）
人
間
生
活
の
発
展
を
考
え
る
う
え
で
、
無
理
な
変
化
を

強
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
社
会
が
保
有
す
る
資
源
、
環
境
を
生
か
し
、
保
全
し
な
が
ら
、

そ
の
場
限
り
の
成
功
に
よ
っ
て
む
し
ろ
社
会
そ
の
も
の
を
崩
壊
さ
せ
る
弊
を
回
避
し
、

将
来
に
わ
た
っ
て
長
く
継
続
し
う
る
開
発
を
め
ざ
す
こ
と
が
そ
の
含
意
で
あ
る
。

（
93
）　

そ
う
し
た
側
面
は
と
く
に
、本
稿
で
は
詳
細
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
安
政
四（
一
八
五
七
）

年
の
ハ
リ
ス
初
登
城
・
拝
謁
の
準
備
過
程
に
濃
厚
に
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の

一
例
と
し
て
、
前
掲
（
1
）、
五
四
三
〜
五
四
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
94
）　

と
く
に
こ
の
時
期
の
対
外
思
想
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
前
田
勉
「
幕
末
海
防
論
に

お
け
る
華
夷
観
念
」
研
究
代
表
者
・
吉
田
忠
『
一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
秩

序
観
の
比
較
研
究
』
国
際
高
等
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
、
八
五
〜
一
一
〇
頁
が
参
考
に

な
る
。

（
95
）　

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
の
批
判
を
踏
ま
え
た
議
論
の
必
要
性

に
つ
い
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
会
「
徳
川
社
会
と
日
本
の
近
代

化
―
―
一
七
〜
一
九
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
文
化
状
況
と
国
際
環
境
」（
研
究
代
表
者
・

笠
谷
和
比
古
教
授
）
で
の
議
論
を
通
し
て
教
え
ら
れ
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
96
）　
『
第
五
十
一
巻 

続
徳
川
実
紀 

第
四
篇
』（
一
九
六
七
年
）、
前
掲
（
49
）
収
録
の

“Register, 1855-1906

”, 

萩
原
延
壽
『
遠
い
崖 

四
〜
六 

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
日
記
抄
』

（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
『
一
外
交
官
の
見
た
明
治
維

新
（
上
・
下
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
に
収
載
さ
れ
た
関
連
情
報
を
横
断
的
に

参
照
し
た
。
な
お
、
第
十
五
代
将
軍
慶
喜
の
時
期
に
至
る
と
、
こ
れ
ら
公
式
の
拝
謁
式

以
外
に
い
わ
ゆ
る
「
内
談
」
と
い
う
形
で
、
政
策
の
進
言
な
ど
を
目
的
に
外
交
官
が
将

軍
と
会
う
ケ
ー
ス
が
発
生
す
る
。
外
交
実
務
の
あ
り
方
の
重
大
な
変
化
で
あ
り
、
広
い

意
味
で
筆
者
が
考
究
し
よ
う
と
す
る
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
が
、
殿
中
儀
礼
を
対
象
と
す

る
本
稿
の
枠
内
に
は
含
め
が
た
い
た
め
、
こ
こ
に
は
掲
げ
な
い
こ
と
に
し
た
。

三
七
九
頁
。

（
75
）　

前
掲
（
28
）、
六
三
四
〜
八
二
二
頁
参
照
。

（
76
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
三
十
二
』
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
二

年
、
二
〇
六
頁
。

（
77
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
三
十
四
』
東
京
大
學
、
一
九
六
九
年
、

三
八
六
〜
三
八
八
頁
。

（
78
）　

前
掲
（
77
）、
一
四
八
頁
。

（
79
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
三
十
五
』
一
九
七
〇
年
、
八
八
頁
。

（
80
）　

前
掲
（
79
）、
一
〇
〇
頁
参
照
。
ま
た
、A

lcock, Rutherford, T
he Capital of 

the T
ycoon: A

 N
arrative of a T

hree Y
ears ’ R

esidence in Japan, V
ol. I, 

London: Longm
an, Green, Longm

an, Roberts, &
 Green, 1863, pp. 379-381.

（
81
）　

前
掲
（
54
）、From

 Consul A
lcock

（FO
 46/8

）, 28 A
ug. 1860.

（
82
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
三
十
六
』
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
八
六

年
、
一
五
〜
一
六
頁
。

（
83
）　
『
第
五
十
一
巻 

続
徳
川
実
紀 

第
四
篇
』
一
九
六
七
年
。

（
84
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
三
十
九
』
東
京
大
學
、
一
九
八
三
年
、

五
九
〜
六
一
頁
、
二
四
四
〜
二
四
八
頁
、
二
七
七
〜
二
七
九
頁
。
ま
た
、『
大
日
本
古
文

書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
四
十
』
一
九
八
四
年
、
六
二
〜
六
七
頁
、
一
二
八
〜
一
二
九

頁
参
照
。

（
85
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
三
十
九
』
二
四
四
〜
二
四
八
頁
。

（
86
）　
『
大
日
本
古
文
書 

幕
末
外
国
関
係
文
書
之
四
十
』
六
三
頁
。

（
87
）　

安
政
四
年
時
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
1
）、
五
三
九
〜
五
四
〇
頁
を
参

照
の
こ
と
。

（
88
）　

前
掲
（
86
）、
二
七
六
〜
二
七
七
頁
。

（
89
）　

前
掲
（
86
）、
一
七
五
〜
一
八
〇
頁
。

（
90
）　

前
掲
（
86
）、
一
八
五
〜
一
八
八
頁
、
二
五
二
〜
二
五
四
頁
。

（
91
）　

前
掲
（
28
）、
七
八
五
〜
七
八
八
頁
。
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（
97
）　

ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
の
登
城
・
拝
謁
の
場
面
に
関
し
て
は
、
伊
藤
一
哉
『
ロ
シ
ア
人
の
見

た
幕
末
日
本
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
の
な
か
で
、
わ
ず
か
な
紙
数
で
は
あ
る

が
ロ
シ
ア
語
資
料
に
基
づ
い
た
情
報
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
で
あ
る
。

（
98
）　

ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
『
一
外
交
官
の
見
た
明
治
維
新
（
上
）』
岩
波
書
店
、

一
九
六
〇
年
、
二
五
二
頁
。

（
99
）　

明
治
期
の
外
交
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
中
山
和
芳
『
ミ
カ
ド
の
外
交
儀
礼
―
―
明
治
天

皇
の
時
代
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
『
儀

礼
と
権
力 

天
皇
の
明
治
維
新
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
）
も
参
照
の
こ
と
。




